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第３章 観光地域づくり法人 (ＤＭＯ )の役割・機能

 
１．基礎的な機能（観光地域マーケティング･マネジメント） 
 ◎ 観光地域づくり法人の主たる目的は、地域内･地域間での調査･調整機能

の発揮により観光地域づくりを推進することにあります。以下の（１）～

（３）の取組は、観光地域づくり法人として必ず実施する必要のある基礎

的な機能・役割であり、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）の登録制度の登録

要件ともなっています。 

 
観光地域のマーケティング･マネジメントを実施する観光地域づくり法人の役割は、

行政や宿泊、飲食、文化、スポーツ、農林漁業、商工業、交通事業、環境事業等の関

連事業者や地域住民等の多様な関係者を調整し、地域全体での戦略的な観光地域

づくりや複数地域の広域的な連携を主導していくことです。 

このため、観光地域づくり法人は、地域内外の多様な関係者と協力関係を構築･維

持し、地域における司令塔として観光地域づくりを行っていくことについて、関係者と

の合意を形成する必要があります。 
 このことから、観光地域づくり法人は、官民･産業間･地域間との持続可能な連携を

図るための合意形成の仕組みを構築することが必要です。 

 

本章では、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）が観光地域づくりにおいて担う

役割・機能について紹介します。その上で、各役割・機能ごとに観光地域づ

くり法人の形成・確立に地域が取り組む際に参考となる情報や具体的な事例

を紹介します。 

（１）観光地域づくり法人を中心として観光地域づくりを行うことについての

多様な関係者の合意形成 

クイーンズタウン DMO の理事会メンバーは、毎年の年次総会において会員企業

（約 1,000 社）の投票によって選出され、観光業界（ホテル、アクティビティ、小

売）に加えて、市議会議長や市長等、約 10 名で構成されます。理事会は毎月開催さ

れており、クイーンズタウン DMO 経営幹部は毎月の理事会で事業報告を行ってい

ます。 
クイーンズタウン DMO には、理事会に加えて、戦略審議委員会が設置されていま

す。同委員会は理事会メンバーに加えて、ニュージーランド政府観光局やニュージ

ーランド航空、大手旅行会社等からの 25 名で構成されており、年 1 回の会合ではク

イーンズタウン DMO の事業計画の審議・承認が行われます。(2018 年 3 月時点) 

様々な関係者の参画：クイーンズタウンＤＭＯ 
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観光地域づくり法人(ＤＭＯ) 

･観光地域づくり法人は、観光地域づくりにおいて、各関係主体の活動の司令

塔としての役割を果たすことが期待されます。 
地方公共団体 

･地方公共団体は、周辺自治体等との円滑な連携協力を図り、観光地域づくり

を積極的に推進するとともに、社会資本整備等のハード面での受入環境の整

備や民間ができない公的立場からのサポート（財政支援、地域内の事業者間

の連携促進）、観光地域づくりに資する統一基準による統計整備、条例の制定

等の法制面の整備を行うことが期待されます。 
･また、地方公共団体は、観光地域づくり法人への積極的な参画と連携を通じ

て、地域で実施される観光地域づくりに関する事業を効果的･効率的に推進し

ていくことが期待されます。 
･観光地域づくり法人が地域の観光地域づくりの司令塔としての機能を最大

限発揮できるよう、権限と責任を付与するとともに、観光地域づくり法人と

地方公共団体との役割を明確化する必要があります。 
･そのためにも、観光地域づくり法人の形成・確立を通して実現しようとする

目標や、観光地域づくり法人・地方公共団体をはじめ地域の関係者全体の役

割分担及び取組内容については、地方公共団体が策定する基本計画や観光振

興計画等の制度に反映させることも重要であると考えられます。 
観光地域づくりに関する地域の関係者 

･観光地域づくりに関する地域の関係者（飲食、宿泊、交通、文化財、国立公

園、農泊、アクティビティ、農林水産業、商工業等）は、地域内外の事業者

等との円滑な連携協力を図り自らの事業活動を意識的に観光地域づくりに結

びつけ、公的組織ができない柔軟かつスピーディーな対応や取組（旅行者ニ

ーズに対応した旅行商品や特産品の開発等）を行うことが期待されます。 
･また、観光地域づくりに関する地域の関係者は、観光地域づくり法人への積

極的な参画と連携を通じ、地域の持続可能な発展の視点を踏まえ、観光地域

づくりに関する事業を効果的･効率的に推進していくことが期待されます。 
地域住民 

･地域住民は、地域づくりに積極的に参加していくことで、地域を深く理解し、

地域に対する誇りと愛着を強く持つこと、また、地域を訪れる来訪者を気持

ち良く迎え入れるこころと気配りを持ち、来訪者と交流を図ることで、観光

と交流の意義に対する認識を高めていくことが期待されます。 

観光地域づくりに関わる多様な関係
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八ヶ岳南嶺の１市１町１村をマネジメント区域とする（一社）八ヶ岳ツーリズムマ

ネジメント（八ヶ岳ＤＭＯ）では、官民一体となった地域の合意形成に軸足を置いた

観光地域づくりに取り組んでいます。 
八ヶ岳ＤＭＯでは、人事異動がないＤ 

ＭＯが実施主体となることで、継続的な 
観光地域づくりの取組を可能とするとと 
もに、行政を始めとする各観光関連団体 
と連携し、適切な役割分担を行うことで、 
官民一体となった観光地域づくりを推進 
しているほか、関係団体との情報共有や合 
意形成、意見交換を図るブランド戦略会議を毎月開催し、連携の醸成を図っています。 

また、地域一体となった観光地域づくりを一層推進するために、地域の情報共有や

情報発信を一元的に管理する「八ヶ岳版ＤＭＳ」の構築に取り組んでいます。このシ

ステムには、ネット環境を活用した情報共有機能の他、情報発信機能やＣＲＭ機能、

アンケート機能などが実装されており、システ 
ムを通じた合意形成やデジタルマーケティング 
等に活用し、地域のブランド価値の向上に取り 
組んでいくこととしています。 

取組例：（一社）八ヶ岳ツーリズムマネジメント 

八ヶ岳版ＤＭＳイメージ 

スイスのツェルマットにおいては、DMO たるツェルマット観光局とブルガーゲマ

インデ・ツェルマット（地域共同体）が中核となり、観光関連事業者や地域住民も

巻き込んだ観光振興に向けた地域ぐるみの活動を展開しています。(2018 年 3 月時点) 

取組例：ツェルマット 
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１．地方公共団体との関係 
◎ 地方公共団体は、観光振興計画（総合計画の一部となっている場合を含む。）を策定

し、これに基づき各種観光振興施策を実施しています。このため、観光地域づくりを

効果的･効率的に推進するには、地方公共団体と観光地域づくりの間で、役割分担の明

確化と各取組の整合性の確保を図る必要があります。 
観光地域づくり法人を中心とした観光地域づくりを実施していくに当たっては、 
①民間部門だけでは実施困難な街並み整備等の社会資本整備、景観･環境の保全、交

通政策等、地方公共団体の組織横断的な施策が求められること 
②地方公共団体の政策に観光地域づくり法人が中心となって実施する取組が公的に位

置付けられることで、地域内の理解と協力が得られやすくなること 
から、観光地域づくり法人は、設立準備から設立後の事業の実施に至るまで、地方公

共団体と緊密なコミュニケーション・連携を図る必要があります。 
なお、各地域における観光地域づくり法人の形成･確立の目的の１つは、マーケテ

ィングやブランディングなど民間的な経営手法を取り入れた観光地域づくりを推進す

ることであるため、観光地域づくり法人と地方公共団体の役割分担の在り方について

は、この目的が損なわれないよう配慮する必要があります。 
    例えば、データ収集・分析、ブランディング・マーケティング等の専門知識･スキル

を持つ専門人材を擁する観光地域づくり法人が、観光地域づくりの中心として、機動

的に事業実施できる体制の確立が望ましいと考えられることから、地方公共団体は観

光地域づくり法人に観光地域づくりに関する明確な権限と責任を付与した上で、公的

資金（補助金･助成金･交付金等）の適正な執行の観点から観光地域づくり法人の活動

実績の監督を行うことに専念するという関係が考えられます。 
   一般的に、地方公共団体には観光地域づくり法人に対する財政面をはじめとした運

営支援を行うことが期待されている一方、各観光地域づくり法人においては、自らの

活動の意義や成果等を客観的なデータ等に基づいて分かりやすく整理・提示するな

ど、公的支援を受けることに関する、行政や議会（地域住民）の理解を得るための努

力も求められます。このように、観光地域づくり法人と地方公共団体は一定の緊張関

係のもとに、密接な連携体制を構築することが重要です。 

  

地域の多様な関係者との関係構築について 
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米国ハワイ州では、観光戦略における指針はハワイ州政府が策定する一方、具体的

な戦略はハワイ州観光局（Hawaii Tourism Authority：HTA 、事務局職員数：約 23
名(2019 年時点)）が策定しています。ハワイ州観光局の具体的な業務としては、観光

戦略の策定、マーケティングの計画と実行、民間及び市民と一体となったプロモーシ

ョンの実行等が挙げられます。ハワイ州観光局は州宿泊税を財源としていることもあ

り、その活動内容やその成果については、州政府及び州議会に定期的に報告し、チェ

ックされています。 
また、オーストラリアの DMO は、中長期の戦略策定、年次事業計画及び年次報告書

の作成、KPI の設定と進捗状況の把握、コーポレート・ガバナンスを重視していま

す。これは政府からの財政資金を主たる財源とする中、政府や地域のステークホルダ

ーへの説明責任、透明性の高い組織運営等が求められていることがその背景にありま

す。 
ニューサウスウェールズ州でも、ニューサウスウェールズ州 DMO の組織等について

は、ニューサウスウェールズ州の法律で規定されており、透明性の高い業務運営・コー

ポレート・ガバナンス、KPI や財務内容等に関する報告等が重要視されています。 

取組例：ハワイ政府観光局及びオーストラリアのＤＭＯ 

バルセロナでは、市（行政）の観光戦略（「Barcelona Torisum 2020」）で、バルセロ

ナ市観光局（DMO)の役割及び行政との連携について、次のように明記しています。 
「観光局は、創設以来、バルセロナ市のイメージ向上、観光情報の提供、観光客のも

てなし、観光資源開発・管理等につき、官民連携をベースとした公共基盤として、常に

根幹となる役割を担う機関である。 〔中略〕 観光マネジメントにおける様々な取り

組みにおいて、市と観光局の、政治・行政双方の行動基準や戦略の連携・整合性を保証

する」 
これを踏まえ、実務においては、行政と DMO が共同で観光戦略を策定し、実行にお

いては、行政は主に法・制度の整備・運用、ハード整備、部門間や業界間の調整を担い、

DMO は、主に観光地域マネジメントと観光関連サービスの提供を担う、といった明確

な役割分担をしています。DMO は、観光マネジメントの一環として観光が地域に与え

る影響の調査・検証等を実施するほか、観光関連サービスの提供として市内観光バスや

インフォメーションセンター、コールセンター、Web サイトの運営、各種チケット販売

等を実施しています。 
また、バルセロナでは、バルセロナ県の観光協会も存在しているが、バルセロナ市観

光局がバルセロナ市域を担当し、観光協会はバルセロナ市以外の県全域を担当すること

で、明確に役割を分けている。一方で、データ収集・調査・分析においては、市と県と

で「観光観測所」を共同設立するといった連携が図られ、全体として重複を回避する仕

組み(詳細は、第 2 章「２. ポイント～海外事例の考察、国内観光振興組織の現状から」の事例を参照)

が整備されている。（2020 年 3 月時点） 

取組例：バルセロナ市観光局（DMO) 
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２．地域の観光協会との関係 
◎ 地域において観光地域づくり法人の役割･機能を担う組織については、 
（１）従来の観光振興組織（観光協会など）が観光地域づくり法人として備えるべき役

割･機能･組織･人材･運営資金等を備えることで観光地域づくり法人となる場合 
（２）新たに設立した法人が観光地域づくり法人となる場合 
の両方のケースが想定されます。 

 

 （１）従来の観光振興組織の役割･機能等を強化する場合 

   地域に存在する観光振興組織が単独で、または他の観光振興組織と統合した上で、

役割･機能等の強化をして、観光地域づくり法人となるケースです。 
この方式をとる利点としては、 

  ① 複数の観光関係団体が事業を実施することによる、非効率・非整合に伴う事業効

果の低減や事業調整の手間を回避することができ、一つの組織内の意思決定で一貫

した事業展開を行うことができる   
② 新たな法人設立に伴う既存観光協会との役割分担等に係る関係者間の調整・合意

に要する時間とエネルギーや細かな事務手続き・作業を回避できる 
ことが考えられます。 

   一方で、既存の観光振興組織が役割･機能強化等により観光地域づくり法人となる

には、地方公共団体のリーダーシップが必要です。また、観光地域づくり法人となっ

た後でも、地方公共団体の関与が大きい、観光振興組織のマネジメント層や地域の多

様な関係者の意識改革が十分でなかった場合など民間的手法による観光地経営が困難

となる可能性が存在します。 
   このような懸念に対しては、観光振興組織と地方公共団体、地域の多様な関係者

で、既存の先行事例の調査を実施したり、共同で勉強会を開催したりするなど官民間

で新たな観光振興組織の在り方に係る共通認識を醸成することが重要です。 

 

  

2015 年春の北陸新幹線飯山駅開業に向けた観光誘客力強化を目的に、市長の発

案により、「飯山市観光協会」（情報発信や受入体制整備を担当）と「飯山市振興公

社」（公的観光施設の管理運営を担当）の２組織を統合し、2010 年 4 月、「信州い

いやま観光局」を設立しました（公社を解散し、観光協会に吸収）。 
統合により、旅行企画と販売を密接な関係で行う体制を確立するとともに、人員

面でも営業体制の強化を図り、事務の効率化という効果も見られました。 

取組例：信州いいやま観光局 

地域の多様な関係者との関係構築について 
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 京都府北部の５市２町で構成されるこの地域では、以前から「海の京都観光圏」として

広域連携の取組を進めていました。平成 28 年６月に、圏域全体のマネジメント体制の更

なる強化、指揮命令系統の明確化、情報の共有化を図り、より円滑・迅速な事業展開を実

現するために、各市町の観光協会を地域本部として水平統合を行い、（一社）京都府北部

地域連携都市圏振興社（海の京都 DMO）として再編しました。 
 海の京都 DMO が、各地域本部（旧観光協会）の業務を一元的にマネジメントするこ

とで、イベント等の統一的な情報発信や地域全体によるサービス水準の向上に取り組ん

でいます。 
 また、各地域本部が海の京都 DMO の現地機関となることで、地域内全体の観光案内

や滞在プログラム等の提供をワンストップで実施できるようになりました。  

取組事例：（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社（海の京都 DMO） 

【取組例：オーストラリアにおける地域ＤＭＯの統合】 
ニューサウスウェールズ州 DMO では、市レベルの地域 DMO が統合する場合のガイ

ドライン（統合形態、コーポレート・ガバナンスのあり方等）を設けていることに加え

て、資金インセンティブやアドバイス等を与えています。 
例えば、バラバラにマーケィング活動を行っていた同州サウスコースト地域の複数の地

域 DMO が、彼らの資金をプール化し共通のブランドを確立した上で、宿泊事業者と協

働したマーケティングを展開することを、ニューサウスウェールズ州 DMO がサポート

したという事例があります。 
また、同州内陸部にある 3 つの地域 DMO（そのうちの 1 つは残りの 2 つに隣接して

いない地域にある）が統合した事例もあります。統合に至るまでには約 18 ヶ月を要した

とのことですが、統合しない限り持続可能で効果的な事業運営ができないという関係者

の強い問題意識と目的意識の下で実現したとされています。 
 
【取組例：スイスにおける地域ＤＭＯの再編の動き】 
スイスでは、1995 年以降と 2000 年以降、地域 DMO に関する改革が 2 度に亘り実施さ

れました。前者は国・州・地方市町村レベルの DMO の役割分担の最適化を目的としたも

のであり、後者はオーストリアの事例を参考に州政府がより大きな地域 DMO の形成を

促したものですが、何れも中小の地域 DMO の統合と統合後の地域 DMO の予算規模の

拡大や経営基盤の強化につながったとのことです。因みに、ドゲンブルガー DMO は、

2007 年に 3 つの小規模な地域 DMO が合併して設立されましたが、合併前の各 DMO の

財政状態は破綻寸前にあり、合併により存続が可能となったとのことです。 

海外ＤＭＯの再編の動き 
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②観光地域づくり法人となる法人を新たに設立する場合 

  観光地域づくり法人を新たに設立する場合の利点としては、観光地域づくり法人のマ

ネジメント層に新たに能力･意欲のある人材を迎え入れる機会を意識的に創出すること

ができ、地域に既に存在する観光協会等の観光振興組織や行政･住民を含む地域の多様

な関係者の観光に関する意識改革を促す効果が考えられます。 
  一方で、新設された観光地域づくり法人と既存観光振興組織が類似の事業を実施する

場合や、両者が方向性の相反する事業を行う場合には地域一体となった観光地域づくり

に非効率・非整合が生じ、事業効果が低減することなどが懸念されます。 
  こういった懸念に対しては、新たな観光地域づくり法人を設立するに当たって、地方

公共団体、新設の観光地域づくり法人、既存観光協会の間で、事前に当事者間で十分に

役割分担を明確にし、合意しておくことが重要です。 

 

【（一社）田辺市熊野ツーリズムビューロー】 
 平成の市町村合併により田辺市は和歌山県の約５分の１の面積を占めるほどになりま

したが、従来の市町村の観光協会はそのままの形で残ることになりました。その中で、

熊野古道を中心とした広域観光については、2006 年に新たにビューローが設立されま

した。外国人観光客（ＦＩＴ）をターゲットにプロモーションを展開するとともに、地

元の宿泊事業者へのセミナーや熊野古道の統一看板の設置など受入体制を整備し、田辺

市はビューロー設立前の 16 倍に上る外国人客を迎えることができるようになりまし

た。2012 年にはＷＴＴＣ（World Travel and Tourism Council）の「明日へのツーリズ

ム大賞」のファイナリストに選ばれるなど、具体的な成果が出ています。 
【（一社）そらの郷】 

体験型観光の推進組織である「そらの郷山物語協議会」を母体に、徳島県西部地域２

市２町の観光振興を目的に 2011 年設立されました。現在は、にし阿波～剣山・吉野川

観光圏においてプラットフォームの役割も担っています。設立・運営に当たっては、徳

島県（西部総合県民局）も協力・支援しました。 
２市２町それぞれの観光協会では単一市町しか売り出せなかったが、（一社）そらの

郷は、西阿波エリア全域について幅広く情報発信を行うとともに、同エリアにおける交

通･宿泊手配等も実施しています。 
【株式会社大田原ツーリズム】 

大田原ツーリズムは、ＰＰＰ（公民連携）を活用し、大田原市が 5,000 万円、民間会

社 18 社が 1,500 万円を出資し、H24 年に設立した株式会社です。社長には民間出身者

が就任。約 140 軒の農家民宿や、地域資源を活用した着地型体験商品の予約窓口機能と

して、国内外の教育旅行や企業の研修旅行等の受入を行っています。 

国内事例 

地域の多様な関係者との関係構築について 
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３．地域住民との関係 
 ◎  観光地域としての持続性を高めていくためには、観光地域に訪れる観光客が、で

きるだけ長く地域に滞在し、地域住民と交流できる観光地域づくり（滞在交流型観

光）を進めていくことが重要です。 
また、地域住民の観光客に対しての「おもてなしの質」も滞在交流型観光を志向す

る上では重要なコンテンツとなり、観光客のリピーター化のためには観光客と地域住

民のつながりが非常に重要です。 
さらに、住民の観光に対する意識の向上により、地域の自然･文化等を管理･保全し

ていこうとする意識の醸成が図られます。 
このように「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりを進めていくためには地

域住民を広く観光地域づくりに巻き込んでいくことが不可欠です。 
   観光地域づくり法人が地域住民の理解と関与を確保していくためには、地域住民が

地域に対する愛着と誇りを持ち、主体的に観光地域づくりに参画できるような意識醸

成やコミュニケーションの場作りに取り組むことが重要です。 
一方、観光客の増大による生活の質の低下など観光振興の取組が地域住民の生活に

マイナスの効果をもたらすこともあります。 
このため、観光地域づくり法人は地域住民に対して、地域経済における観光の重要

性など観光振興の目的･意義を丁寧に地域住民に説明していくことが求められます。 

 

 

 地域一体で観光地域づくりに取り組む機会の創出として、市民ガイドや地域住民

が開発した着地型ツアーを実施しています。 

 

国内事例：「海風の国」佐世保･小値賀観光

ツェルマットが観光地として成功した背景には、様々な取組がありますが、子ど

も達に学年に応じた「地元学」を実施していることも理由の１つとのことです。地

元学では、地域の産業に従事する人をゲストとして招き、子ども達に授業をしても

らったり、子ども達が産業の現場に見学に行くこともあります。こうした取組を通

じて、子ども達は、地域経済が観光産業で成り立っていることを十分に理解し、自

発的に観光客に対する接し方や観光ツールへの取組を企画したりしています。最近

では、地域の観光列車に各国の言葉で「ありがとう」と書いてみたり、子ども用遊

具を絵で華やかにしたり、そういった取組も大人から提案したものではなく、子ど

もが自発的におもてなしできるか考えて、実施しています。 

取組例；ツェルマット（スイス） 
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◎ 国際競争力の高い、ブランド力を持った観光地域づくりを行うためには、

個々の事業者が、それぞれ観光客を囲い込んで商品・サービスを提供するの

ではなく、対象とすべき来訪者の客層の行動範囲となる地域において、宿泊

業者や旅行業者のみならず多様な関係者を巻き込み、地域が一体となって、

地域に存在する多様な観光資源をストーリーによって結びつける等、地域全

体のコンセプトに基づいた観光地域づくりに取り組むことが重要です。 

一方、観光客のニーズの多様化及びインバウンド需要の急速な拡大等、市

場が大きく変化してきている状況下では、不特定多数を対象とした観光地域

づくりでは効果を出せない場合が増えています。 

このため、地域への思いや経験のみで地域づくりの方向性を考えることは

危険であり、地域づくりを観光消費額の増大等の成果に結びつけるために、

「顧客視点＝マーケット・イン、カスタマー・イン」の発想に立脚した科学

的なアプローチの観光地域づくりへの導入が必要であり、客観的なデータを

もとに戦略を立案し、その戦略を実行していく機能を地域内部に確立してい

くことが必要です。 

  このため、観光地域づくり法人は、 

① 各種データ等の継続的な収集･分析 

② データに基づく明確なコンセプトを持った戦略の策定（地方公共団体が

策定する観光振興計画が存在する場合は、当該計画と戦略との整合性が留

意され、当該計画の策定･見直し等への関与がなされること） 

③ ＫＰＩの設定･ＰＤＣＡサイクルの確立 

に取り組むことが必要です。 

 
  

（２）各種データ等の継続的な収集･分析の実施、データに基づく明確なコン

セプトに基づいた戦略（ブランディング）の策定、ＫＰＩの設定･ＰＤＣＡ

サイクルの確立 
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① 各種データ等の継続的な収集･分析 
 ◎ 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントするエリアを一つ

の観光地域として精査･評価し、他の観光地域との比較優位（比較劣位）

にある「地域の魅力」を明らかにすることは、観光地域づくり法人を核と

した戦略策定を進める上での第一歩です。 

その際、「来訪者」は異なる特徴を持ち、異なる場所に暮らし、異なる価

値を持った人で構成されており、来訪者にとって、行政区画は殆ど意味を

有さないという「顧客視点」に立脚し、収集･分析するデータは戦略策定の

土台であるという主体的意図を持った上でデータ収集･分析を行うことが重

要です。 

   このため、収集･分析するデータの種類、調査の手法等は、地域の志向

する観光地域づくりの方向性等に応じて、「何が自分の地域に必要なデー

タなのか」という観点から検討されるべきです。 

   ここでは、観光地域づくり法人を核とした観光地域づくりを進めていく

上で、収集･分析することが有用である各種データについて、その収集･分析

方法を含めて紹介します。 

  
 

  

 岐阜県高山市では、旧国鉄のディスカバージャパン（昭和 45 年）で取り上げられたこ

とをきっかけに観光統計の取得を開始しました。地元運輸事業者、観光施設運営事業者

と連携した観光入込客数や宿泊施設と連携した宿泊客数の把握などを行っています。こ

のようなデータの長年の蓄積により、経年の推移、旅行者の国籍及び性別といったデー

タが地域のマーケティングの基礎となっています。 
 観光統計の取得にあたっては、地域の事業者の協力を得る必要があり、行政やＤＭＯ

と事業者の間の関係性を継続的に構築する必要があります。  

国内事例：岐阜県高山市 
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推奨データ 

１ データの種類 
  データは観光地域の現状と課題を把握する上で不可欠なものであり、戦略

の策定･実行、評価検証に至るまで活用しうる重要な指標となります。 
  収集するデータは、その後の観光地域づくりを進める上での土台となるも

のであり、将来的には、「どんな人」が「どんな所」へ「どうやって」来てい

るのかといった自らの地域を訪れている観光客の中身を知ることが当然に必

要となりますが、まずは、観光地域づくり法人を核とした観光地域づくりを進

める上で、旅前、旅中、旅後という順で、次の６つのデータを収集することが

はじめの第一歩となります。 
①ＷＥＢサイトのアクセス状況、②観光入込客数、③延べ宿泊者数、④旅行消

費額、⑤来訪者満足度、⑥リピーター率 

※観光入込客数に１人１回当たりの消費額を掛けあわせることで、地域全体で

の消費額を推計することができます。 

 
２ 各データを収集する意義 

 効果的な観光集客を実現するためには、来訪者となる顧客が実際に旅行を行

うまでの過程をいくつかの段階に分けて、それぞれの段階に応じて適切な対応

を取っていくことが有効です。こうした考え方をもとに、顧客の一連の過程を

整理することを「カスタマージャーニー」を描くと言います。 
「カスタマージャーニー」には色々な整理手法がありますが、最も単純に整

理すると、旅行先に興味を持つ「旅前」、実際に出かける「旅中」、来訪経験か

らその地域が好きになる「旅後」と整理することができます。 
そして、それぞれの過程に対し、各地域において、「興味を持たせる」「実際

に来てもらい経験させる」「ファンになってもらう」ための取組を展開してい

くことが求められますが、このような取組に対し、その有効性を検証するとと

もに、必要な改善や、新たな取組を検討する上で重要となるのが、上記①～⑥

のデータであり、以下、各データを取得する意義及び具体的な取得方法につい

て、個別にご説明します。 
 

① ＷＥＢサイトのアクセス状況 
旅行における顧客の一連の行動において、まず重要なことは、その地域を旅行

先として認知し、興味を持ってもらうことです。その認知度や興味レベルを把

握・分析することは、プロモーション等の具体的な施策を行っていく上で重要

なステップであり、これらを測るためには、市場に対するアンケート調査を実

施することが有効ですが、これを継続的に実施するためには、事務的・経済的

負担も少なくありません。 
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推奨データ 
こうした中、顧客の地域に対する関心度を比較的容易に把握する指標として

推奨したいのが、ＷＥＢサイトのアクセス状況です。今日、顧客は多くの情報

をインターネット経由で取得していることに加え、インターネット上の情報は

数値データとして蓄積されていることから、過去のデータを含めて継続的な取

得が可能です。 

地域のＷＥＢサイトのアクセス状況を継続的に把握することにより、自地域

に対する興味関心が過去と比較して高まっているのか否か、どのような季節、

月、曜日、時間帯に高まっているのか、実施したプロモーション等の効果が現

れているか否かといった様々な分析を行うことができます。さらに、地域のＷ

ＥＢサイト内のページ間のアクセス数を比較することで、顧客が自地域の何に

興味関心を持っているのか具体的に把握・分析することが可能です。 

 

②観光入込客数、③延べ宿泊者数、④旅行消費額 

自らの地域にどれだけの人が訪れているのか、どの程度の消費活動を行っ

ているのかという情報は、言うまでもなく観光による経済効果を測る上で最

も基本的なデータとなります。また、観光入込客数や延べ宿泊者数について

は、年単位の単純な総計だけでなく、例えば月別や曜日別の推移を見ること

により、いつが繁忙期でいつが閑散期なのか、また繁忙期と閑散期の格差は

どの程度なのかを把握し、ＤＭＯに求められる施策の一つである閑散期対策

を検討する際の基礎となります。 
観光消費として最も基本となるデータは、１人あたりの旅行消費額です。

これに、観光入込客数を組み合わせる事で、地域での観光消費総額を算出す

ることが可能です。また、１人あたりの旅行消費額はさらに宿泊費、交通費、

飲食費、買物費、サービス費の５つに区分することができます。分野別に消

費単価を把握することは、他地域の同データと比較することで、自地域の強

みや弱みを把握・分析し、消費単価向上のポイントを見つけることにも繋が

ります。さらに、各地域において、地域の産業集積や来訪者の消費パターン

を整理し、重視する消費分野を設定することも有効な取り組みです。 
 

⑤来訪者満足度、⑥リピーター率 

 観光振興の基本は、観光の規模（経済効果）を拡大し、それを「維持」して

いくことです。一時的なイベントやブームで来訪者が増大しても、それが短期

でしぼんでしまえば、持続的な観光地経営には繫がりません。観光による地域

の経済効果を持続し、継続的な雇用を維持・創出していくためには、実際に来

訪した観光客の満足度を高め、次の来訪（安定的な観光客の確保）へと繋げて

いくことが重要です。その基本となるデータが、来訪者満足度とリピーター率
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推奨データ 

になります。 

来訪者満足度については、単純に旅行全体での満足度を測るだけでなく、宿

泊施設や食事、地域内での移動といった項目に細分化して個別に把握すること

により、来訪者の満足（不満足）に繫がっている要因を分析し、地域の強みや

弱みを明らかにすることで、地域の戦略策定や施策立案の基礎となります。ま

た、その分析結果について、地域の多様な関係者にフィードバックすることで、

地域全体のサービス水準の維持・向上を図ることにも繫がります。 

また、上記のような分析を実施する上で、自地域の来訪者満足度を他地域と

比較することが非常に重要ですが、来訪者満足度の把握にあたって重要なこと

は、調査方法を他地域と統一することです。例えば、「大変満足－満足－やや満

足－どちらでもない－やや不満－不満－大変不満」の７段階の設問と、「大変

満足－満足－どちらでもない－不満－大変不満」の５段階の設問では、７段階

の設問による調査の方が、リピーターを的確に把握できることが確認されてお

ります。また、調査手法を統一することにより、他地域との調査結果の比較が

可能になります。これらのことから、来訪者満足度の調査については、観光庁

で実施した「観光地域における評価に係る検討実施業務」において整理した共

通様式を使用していただき、基本的には７段階で調査することが適切であると

考えています。 
リピーター率については、その数値が高いほど、地域の事をよく知っている

既存の顧客が多くを占めることを示しており、地域としてはそれだけ安定的な

集客を見込めることになります。ただし、リピーター率が高いということは、

裏を返せば新規顧客の割合が少ないということでもあり、その目標数値の設定

に当たっては、新規顧客とリピーター顧客の属性や消費動向等に鑑みつつ、地

域のビジョンや戦略に照らして望ましい数値の検討が必要となります。 
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３ 各データの収集方法 

①ＷＥＢサイトのアクセス状況 

ＷＥＢサイトのアクセス状況を調べるためのツールは、民間事業者により

様々なサービスが展開されています。 
 
②観光入込客数、③延べ宿泊者数 
がマーケティング･マネジメントするエリア内の地方公共団体が発表する統

計と、観光庁による「宿泊旅行統計調査」の結果等を活用できます。しかし、

これらの統計においては、市町村単位の詳細なデータまではカバーできていな

い場合もあるため、特に複数市町村による地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯにおい

ては、別途自ら調査を行う必要があります。そこで、以下、入込客数及び延べ

宿泊客数の基礎的な取得方法についてご説明します。 
 

 （１）「観光入込客統計に関する共通基準」の考え方と実践方法を理解する 
来訪者の人数については、都道府県を単位とした「観光入込客統計に関する

共通基準（http://www.mlit.go.jp/common/000995211.pdf）」において、標準的 
 
な統計手法を整理しています。この手法は、入込客数を一定の精度と合理性を

もって把握する普遍的な手法であることから、市町村などの地域サイズでも適

用可能です。また、理論だけでなく、具体的な調査手法についても整理してお

りますので、入込客数を取り扱う担当者は、まず、「観光入込客統計に関する共

通基準調査要領（以下、「共通基準調査要領」という。） 
（http://www.mlit.go.jp/common/000995212.pdf）を参照し、共通基準の仕

組みと考え方、調査手法の実際について把握することが望まれます。 
 

（２）延べ入込客数を把握する 
入込客数把握の原点は、地域内において来訪者が立ち寄る観光地点（観光施

設等）の立ち寄り人数（延べ入込客数）の把握です。観光地点の種類は様々で

あり、それぞれの人数把握手法も様々であるため、地域の状況に合わせて選択

することが求められます。 
具体的な整理・調査手法については、共通基準調査要領の P5～P13 にまとめ

られているため、まずはそれを参照し、基本的な手順や考え方を理解すること

が必要です。 
また、延べ入込客数の把握にあたっては、まず、各観光地点の管理者や、行祭

事・イベントの運営者に入込客数のデータを提供してもらう必要がありますが、

経営上機微な情報であったり、データ提供の作業に手間がかかるとして、数値
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推奨データ 
はあっても提供してもらえないというケースは少なくありません。データを効

果的に収集するためにも、大前提として各観光地点の管理者等に対し、地域の

観光データを収集・分析することの重要性やメリットを理解してもらうととも

に、それらとの信頼関係を築くことが必要となります。 
 

（３）観光入込客数を推計する 
離島のように外部地域との交通手段が限定される一部地域を除き、観光入込

客数は（２）の延べ入込客数から推計して求めていくこととなります。 

共通基準では、延べ入込客数を把握した上で、四半期毎に「パラメーター調

査」という来訪者調査を実施することで来訪者の平均訪問地点数を算出し、延

べ入込客数÷平均訪問地点数＝観光入込客数を推計しています。 

なお、来訪者調査については、後述の旅行消費額や来訪者満足度などを把握

するために実施するアンケート調査と併せて実施することで、効率化を図るこ

とが望まれます。 

 
（４）延べ宿泊者数（人泊）を把握する 

延べ宿泊者数の把握手法は、基本的には延べ入込客数の把握と同じです。観

光地点は寺社や公園など人数確認が難しい地点も含まれるのに対し、宿泊施設

は有料であり、人数把握は法的に義務づけられていることから、確実にデータ

が存在することにもなります。 
ただし、宿泊者数は経営上機微な情報であると考え、情報提供に消極的な事業者

も少なくないことから、地域において、個々の宿泊施設との信頼関係を築き、地

域の観光振興のために延べ宿泊者数のデータが重要な意味を持つことを理解し

てもらうことがまず必要です。 
 

④旅行消費額、⑤来訪者満足度、⑥リピーター率 
来訪者への聞き取り調査等によって把握することが基本であり、アンケート

調査票を作成の上、調査員を確保して現場で対面調査を行う方法のほか、観光

施設や宿泊施設等に協力をお願いし、利用客に調査票を渡して回答を依頼して

もらう方法や、調査票自体をＷＥＢ上で公開し、回答を入力してもらう方法も

あります。 
 
いずれにしても、まずはアンケート調査票を作成することが必要になります

が、その設問項目については、前述のとおり、観光庁で実施している「観光地

域における評価に係る検討実施業務」において、観光地域を適切に評価し、よ

り効果的な分析が行える共通様式を作成しておりますので、各地域が本様式を
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統一的に活用されることが望まれます。 

 
これらの各種データについては、まずは、観光地域づくり法人がマーケティ

ング･マネジメントするエリア内の地方公共団体や関係する他の観光地域づく

り法人等が実施している既存の調査や過去に実施した同種の調査結果等を活

用することができないか確認することが重要です。 
なお、既存の観光統計や調査結果等を活用する場合、各調査が対象とする「観

光の定義と範囲」、「調査の手法」（延べ数と実数の違い等）が異なる可能性があ

ることから、指標の比較･統合の際は注意が必要です。 
また、観光庁で実施した前述の「観光地域における評価に係る検討実施業務」 

において、比較的低いコストで満足度調査等に取り組むことのできる手法を開

発しております。第８章でもご紹介していますので、こちらもご参照下さい。 
  次ページ以降では、参考として観光庁において実施している統計調査等の

調査票を掲載しております。 
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【参考】満足度等調査：調査票例 
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 【参考】宿泊旅行統計調査：調査表 
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【参考：地域におけるマーケティング調査の例】 

 

 
 

  

 国土交通省から観光客が滞在・周遊できる魅力ある「滞在型交流観光」による観光地

域づくりに取り組んでいる地域である「観光圏」として認定されている全国 13 地域の

観光圏では、連携してマーケティングに必要なデータの収集に取り組んでいます。 
 具体的には、旅行消費額や来訪者満足度を調査する基礎となる調査票を、観光庁推奨

の様式に準じたものに統一するとともにアンケートの集計・分析を一括して委託し、マ

ーケティングや事業計画策定に役立てています。調査方式の統一により、収集したデー

タの地域間比較を容易に行うことができ、また、地域当たりのコストの大幅な削減につ

ながっています。(2018 年 3 月現在) 
参考：アンケート調査実施フローイメージ図 

 

国内事例：観光圏認定地域の連携した取組 

 長野県では、2016 年から下記の各種調査を実施し、観光客のニーズや動態の把握に取

り組んでいます。 
○聞き取り式、留め置き式アンケート調査 
 把握できるデータ：旅行者満足度、リピーター率 
○インターネット調査 
 把握できるデータ：ブランドや観光資源のＧＡＰ調査 
○既存統計データ分析（観光庁、県、ＲＥＳＡＳ） 
○ビッグデータによる外国人観光客動態調査 
 このような調査を通じて把握された観光客のニーズや動態を分析することで、ブラン

ディング、ターゲティングやＫＰＩの設定などに活かされ、県の中期計画の策定に反映

されることとなっています。 

国内事例：長野県のマーケティング戦略 
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出所：魅力ある観光地域づくり事例集Ⅰ-選ばれる観光地をめざして-（（公社）日本観光振興協会）より観光庁作成 
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必要に応じて収集すべきデータ  
観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントするエリアを一つの観

光地域として精査･評価するためには、例えば、以下の項目についてのデータを

収集･把握することが有効です。 

１観光資源（観光施設、自然資源、文化資源、イベント）…分布、魅力度 

２宿泊施設…域内分布、施設数、収容力、施設規模、施設カテゴリー 

３利便性…観光地域までの交通、域内交通、域内の観光地間交通 

    （移動手段、便数、スケジュール、座席、時間、価格） 

４住民満足度 

 

１．観光資源について 

 観光地域づくり法人がマーケティングやマネジメントする地域内に存在する

主要な「観光資源」（観光施設、自然資源、文化資源、イベント）毎に年間使用

者数･月別使用者数と稼働率を把握し、観光資源の利用状況を把握することも重

要です。このデータを収集することで、地域全体における観光資源の特徴、エリ

アごとの観光資源の特徴等を把握することができます。 
また、データの収集に当たっては、地方公共団体の観光統計等も活用できます。 

２．宿泊施設について 

 地域における宿泊施設の特徴（宿泊施設が集積するエリア･宿泊環境が乏しい

エリア、ＭＩＣＥを含むグループ客･少人数の長期滞在客等への対応可否等）を

明らかにするためには、観光地域づくり法人がマーケティングやマネジメント

する地域内に存在する「宿泊施設」の分布を施設数、収容力、施設規模、施設カ

テゴリー別に整理し、把握することが有効です。 
 また、地域内の宿泊施設の年間利用者数と稼働率を把握することも重要です。 
３．利便性について 

 主要な市場（首都圏･中京圏･関西圏･海外の都市等）から観光地域づくり法人

がマーケティングやマネジメントするエリアまでのアクセスの良さ･悪さ、地域

内における主要な観光資源･施設間のアクセスの良さ･悪さ等を明らかにするた

めには、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）を取り巻く「交通体系」（航空、鉄道、

船、高速道路、バス路線等）の利便性（移動手段、便数、スケジュール、座席数、

時間、料金）を整理することが有効です。 
４．住民満足度について 

観光地域づくり法人は、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域住民の自

らの地域への誇りと愛着を醸成する「住んでよし、訪れてよし」の豊かな地域づ

くりを行っていく必要があることから、観光地域づくりに対する住民満足度に

ついてデータ収集･分析を行うことが重要です。 
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必要に応じて収集すべきデータ 

 
 

 
 
 

（一社）秩父地域おもてなし観光公社では、既存の観光協会と適切な役割分担の下、

事業を実施しています。例えば、地域のお祭りなどの必要なイベント開催などは観光協

会が実施し、公社は「滞在型観光の促進」「外国人観光客の増加」「地域ブランドの確立

と特産品の販売促進」といった分野を担当しています。 
 適切な役割分担を行うとともに必要な連携も行っています。例えば、マーケティング

データの収集に必要な来訪者へのアンケート調査を、各市町の観光協会との連携により

実施しています。この連携は公社のマンパワー不足を補うとともに地域一体となった事

業実施につながっています。 

取組例：（一社）秩父地域おもてなし観光公社 

ブリストルＤＭＯ（以下、ＤＢ）では、システムを通じた顧客管理や品質管理に取り

組んでいます。 
○システムを通じた顧客管理 
 ＤＢの会員を登録するシステムを通じて、ニュースレター会員データを管理していま

す。このシステムには、住所、興味関心や、今後の来訪意向といった情報を管理してお

り、興味関心や属性に応じて配信するニュースレターの内容を変更しています。 
 現在、会員数は 28,000 人程度（大半は国内客）ですが、今後、35,000 人まで増やす

ことを目指しています。また、会員の概要や傾向はＤＢ内で共有されており、この会員

情報はブリストル空港入込客数のデータやＤＢのＨＰ閲覧状況と併せて、マーケティン

グを実施する上で重要な情報となっています。 
○宿泊施設予約システムを通じた品質 
 ＤＢではＨＰ上で宿泊施設の予約が可能なシステムを整備しています。ＤＢでは、各

施設の品質管理を行うため、各施設にどういったニーズに対応できるか（家族向け、ビ

ジネス、カップル向け等）を提示してもらった上で、ＤＢ職員が実際に施設を訪れて、

それに見合ったものであるかを審査し、その結果をＨＰの宿泊施設予約システムに反映

（利用者が検索する際のカテゴリーとして整理）しています。(2018 年 3 月現在) 

取組例：イギリスのブリストルＤＭＯシステムを通じた顧客管理 
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ナパバレーDMO では、宿泊施設でのアンケート配布、訪問客への直接インタビュー、

電話でのヒアリングにより、毎年来訪者調査を実施しており、来訪者の属性や来訪動機、

消費行動、満足度等について調査・分析しています。下表は、同調査からの抜粋です。

同調査内容は、ナパバレーDMO のマーケティング戦略立案の基礎情報となっているこ

とに加えて、これを公表することにより、地域の観光関連事業者との間で地域観光の現

状に対する理解の共有を図っております。（下図は、2014 年調査（2015 年３月発表）） 
・一日・一人当たり平均消費額（米ドル） 

 
・ナパバレーの最も好きな要素（％） 

 
・ナパバレーに再訪する可能性（％） 

 
 

取組例：ナパバレーDMO における来訪者調査事例 
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観光ビックデータの活用  
近年、あらゆる分野で活用が叫ばれているビッグデータは観光においても

大変注目を浴びています。ビッグデータを活用することによって、従来の観

光統計等の情報のみでは得られなかった観光客の観光地間の移動の導線や

観光地内での移動経路、消費行動等を明らかに出来る可能性があります。 
 政府としても、宿泊業・飲食業等の観光関連産業を含む地域の産業構造や

人口動態、人の流れなどに関する官民のビッグデータを集約し、可視化する

システム「地域経済分析システム（RESAS（リーサス））（https://resas.go.jp/）」
の提供をインターネット上で開始しており、観光関連データとして訪日外国

人に関する情報を搭載・定期的に更新するなど、ビッグデータの活用を推進

しています。 

 
ＲＥＳＡＳでは、現在、観光関連情報として以下のデータを提供しています。 
・「目的地分析」 

観光施設の検索回数をマップやランキング（都道府県・市区町村単位）で把

握することで、自地域の観光施設の人気度（注目度）を把握することができま

す。また、当該施設がどこの地域から多く検索されているかを見ることで、ど

こに観光ＰＲを重点的に行うかの選定等に役立てていただけます。 

・「Ｆｒｏｍ－ｔｏ分析（宿泊者）」 
都道府県・市区町村単位で、居住都道府県別の延べ宿泊者数について構成割

合、ランキング、推移を見ることができるほか、都道府県単位で、居住国別の

延べ宿泊者数を把握することができます。また、属性別の延べ宿泊者数の推移

や他地域との比較を見ることができます。宿泊者の傾向を見える化することに

よって、観光ＰＲのマーケティング戦略立案、観光プラン立案の検討等に役立

てていただけます。 

・「宿泊施設」 
都道府県単位で、宿泊施設数、延べ宿泊者数（日本人・外国人）、定員稼働

率、客室稼働率を把握することができます。また、宿泊施設タイプ別・従業者

規模別の宿泊者数の推移や他地域との比較を見ることができます。宿泊施設側

から宿泊の傾向を見える化することで、宿泊観光の受入整備や観光プラン立案

の検討等に活用いただけます。 

 

ＲＥＳＡＳの活用 
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･「外国人訪問分析」 
国籍別・訪日目的別（「すべての目的」or「観光・レジャー目的」）の外国人の

訪問人数を、都道府県単位でマップやグラフで表示し、どの国からの観光客に対

して観光施策を重点的に展開していくべきかの検討等にご活用いただけます。 
･「外国人滞在分析」 

都道府県・市区町村単位で、外国人の滞在状況を月別に、昼間（10-18時）・

夜間（2-5時）に分けて表示することができます。都道府県単位については国籍

別にも表示することができ、どの国からの観光客に対して観光施策を重点的に

展開していくべきかの検討等にご活用いただけます。また、昼間と夜間に分け

て、外国人の滞在者数を比較できるため、例えば、外国人観光客が昼間は自地

域に滞在したものの、夜間は別の都道府県で宿泊していることなど（又はその

逆）を把握することができます。 
･「外国人メッシュ」 

１㎞メッシュ単位で、外国人の滞在状況、集積度合いをヒートマップで表示

するものです。また、任意に指定した範囲における外国人滞在者数をグラフで

表示し、地域間の比較を行うことができます。外国人観光客の人気スポット

や、訪れている数が少なく、今後重点的にPRしていくべきと思われるスポット

の把握等に役立てていただけます。 

・「外国人入出国空港分析」 

都道府県単位で、訪日外国人がどの空港から入国・出国したかを把握すること

で、どの地域に訪日外国人向けの観光ＰＲをするかなどインバウンド観光戦略の

立案等に活用いただけます。 

・「外国人移動相関分析」 
都道府県単位で、訪日外国人が自地域の滞在前後にどの都道府県に滞在(2 時

間以上)したかをマップやグラフに表示することで、自地域と関係の深い都道府

県を把握し、自地域を超えた広域のインバウンド観光施策の立案等に役立ててい

ただけます。 

・「外国人消費の比較（クレジットカード）」 
都道府県単位で、訪日外国人（地域別・国籍別）の部門別カード消費額や取引

件数、取引単価をマップやグラフに表示して比較したり、消費額の推移をグラフ

に表示することで、自地域における訪日外国人の消費額や消費単価を把握するこ

とができます。 
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（一社）長崎国際観光コンベンション協会では、行政が実施する統計調

査、SNS 投稿の解析、携帯電話のローミングデータ、RESAS を通じて取得

するデータなどのビッグデータを含むデータを、長崎大学とも連携して分析

し、同協会が策定するインバウンド戦略に反映することとしています。 
 
 

DI によれば、米国におけるビッグデータ活用の成功事例として、以下

が挙げられています。 
 

・コロラド州オーロラ：同市の DMO は、広告予算が限られていました

が、ビッグデータを活用し、訪問客の消費行動を分析し、最適なインター

ネット広告のタイミングを見極めることで、ネット上でのチケット収入増

を実現しました。 
 
・コロラド州コロラド・スプリングス：同市の DMO は、訪問客の消費に

かかるデータを収集・分析するとともに、キャンペーン活動の効果をリア

ルタイムで分析する手法を確立しており、新規の誘客を実現している。 

 
 

取組例：米国の地域 DMO 

・外国人消費の構造（クレジットカード） 

 都道府県単位で、訪日外国人（地域別・国籍別）の部門別カード消費額（総額）

を四角の大きさで表示し、自地域における訪日外国人の消費行動を把握することで、

インバウンド戦略の立案等に役立てていただけます。 

・外国人消費の比較（免税取引） 
都道府県単位で、免税店数の実数及び免税取引額の地域、国籍、性別・年代別

の構成割合を他の地域と比較して見ることができます。これにより、詳細に自地

域の免税店の状況を把握することができ、ターゲットを明確にしたうえで今後の

インバウンド消費の促進に係る施策の検討等に活用いただけます。 

・外国人消費の構造（免税取引） 

都道府県単位で、訪日外国人の免税取引額について、地域(アジア、ヨーロッパ

等)・国籍別の割合などがヒートマップや棒グラフにより表示されます。自地域の

免税取引の状況が把握できることで、今後の外国人向け販売促進施策の検討等に

活用いただけます。 

取組例：（一社）長崎国際観光コンベンション協会 
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② データに基づく明確なコンセプトを持った戦略の策定 

◎ 各種データの収集･分析に基づき、各地域において、観光マーケティン

グ（特に、内部･外部環境分析、SWOT 分析、STP 分析、マーケティング・ミ

ックス等）を行い、明確なコンセプトに基づいて戦略を策定することが、

魅力的な観光地域づくりを進めていく上で重要です。ここでは、観光マー

ケティングについて、代表的な分析手法とともに、明確なコンセプトに基

づいた戦略策定の手法についてご紹介します。 

 

 

観光マーケティング活動の全体像（イメージ） 

観光地域づくりによる魅力の再生と活性化を図るには、観光マーケティン

グの第一歩として、観光地域自らが置かれている現状を適切･客観的に評価

するための外部環境と内部環境に係る綿密な分析が大前提となります。自ら

を客観的に知ることなくしては、顧客のターゲット化も、顧客の期待感やニ

ーズを満たす商品作りにも繋がらないことがままあります。 

外部環境分析は、より俯瞰的なマクロ視点と直接的な影響度の強い要因を

対象とするミクロ視点それぞれによる環境分析をすることでより明確な現状

把握が可能になります。 

一方、内部環境分析は顧客、商品･サービス、人材･組織、財務等の切り口

から、観光地域を経営する観光地域づくり法人が有する資源や観光入込客数

などの顧客情報について、顧客アンケートなども交えて客観的に把握しよう

とする分析手法です。 

外部･内部環境分析 
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内部･外部環境分析のイメージ 
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SWOT 分析  
SWOT 分析は、環境分析手法の一つで、地域特性を内的要因と外的要因の 2

つの面から分析し、分類・整理する方法です。SWOT 分析では、自地域が置か

れている環境において、観光地域づくりを成功させるために重要な内的及び

外的な要因（＝成功要因）を特定することができます。 

内的要因とは、地域の取組次第で改善や修正が可能な分野です。また、外

的要因とは、地域の取組だけではコントロールできない分野です。内的要因

と外的要因を整理すると、以下の通りとなります。 

・内的要因⇒強み（Strength）・弱み（Weakness） 

  ・外的要因⇒脅威（Threat）・機会（Opportunity） 

 この分析結果は「図 1 SWOT 分析:各要素の抽出」のとおり、マトリクス形

式で表すことが一般的です。（観光地域づくり法人（DMO）の登録制度におい

て、この SWOT 分析を採用しております。） 

注意すべき点として、各要素の抽出を行う中で、人によって同じ要素が

「強み」と「弱み」に分かれることもあります。これは、目指すべき目標が

人によって違うことが原因です。その場合は必要に応じて、後述する「STP 分

析」を先に実施し、そこで定まったターゲット市場に対して SWOT 分析を行う

ことも検討する必要があります。 

 また、各項目を埋めただけでは、SWOT 分析で目標としている成功要因を特

定することは困難です。そのため、次の観点から各項目を検討することによ

り、成功要因を特定することができ、より具体的で実現可能性の高い戦略に

つなげることができます。 

・強みの活かし方   ・弱みの克服の仕方 

・機会の利用の仕方  ・脅威の取り除き方（身の守り方） 

具体的には、自地域が持つ「強み」と、自地域が置かれた環境の「機会」

を掛け合わせ、「機会を最大限活用し、自地域の魅力を活かす」方法を探す、

などです。 

この検討方法は、主に「図 2 SWOT 分析:クロス分析」のように、クロス分

析を行います。クロス分析を行うことではじめて、自地域の成功要因が見え

てくるようになります。

 

強み 弱み

機

会

【積極戦略】

機会を最大限活用し、

地域の強みを活かす取

組を行う。

【改善戦略】

機会があるうちに、地域

の弱みを改善する取組

を行う。

脅

威

【差別化戦略】

地域の強みにより脅威

を回避したり、活かす取

組を行う。

【専守防衛・撤退】

地域の弱みが外部環境

により致命的な悪影響

を及ぼさなないような取

組を行う。

内的要因

外

的

要

因

図 1 SWOT 分析:各要素の抽出 図 2 SWOT 分析:クロス分析 
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STP 分析① 
 

環境分析の次は戦略策定に移ります。その手法のひとつ、STP 分析につい

て解説いたします。 

STP 分析とは、①Segmentation（細分化）、②Targeting（標的となる市場

の決定）、③Positioning（自地域の明確化）、の 3 つの頭文字をとったマー

ケティング手法です。 

STP 分析は、市場が求めているニーズ（＝価値）を把握し、その求めている

価値に対して、自地域がどのような立ち位置で売り出していくか、PR してい

くかを決定するプロセスです。 

その性質上、STP 分析は戦略策定を行う上で中核となる重要なプロセスで

す。以下、STP 分析の流れを例示します。 

 

○Segmentation（細分化）とは 

 セグメンテーションは、環境分析の結果を踏まえ、市場を属性毎にいくつ

かの集団に細分化することです。この作業でターゲットを絞ることにより、

より効果的な客層にアプローチを行うことが可能となります。 

 実際のセグメンテーションの例を以下に示します。自地域を訪れている観

光客について、収集したデータから以下の属性で細分化します。 

 

・年齢別 ・国籍別 ・消費額別  

・来訪回数別 ・性別 ・目的地別  

・宿泊ホテルのランク毎 ・観光目的別 等  
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STP 分析② 
 

 

○Targeting（標的となる市場の決定）とは 

ターゲティングは、セグメンテーションによって細分化された市場の中か

ら、どこに施策を集中していくかを決定する作業です。ターゲティングの方

法は、以下の例に示すとおり、3 つの方法が考えられます。 

・市場間の違いを無視して、共通のサービスを展開する。 

（無差別型マーケティング） 

・特定（もしくはごく少数）の市場に注目し、その市場に各施策を集中 

させる。（集中型マーケティング） 

・複数の市場に注目し、それぞれの市場に対して異なる施策を実施して 

いく。（差別型マーケティング） 

ターゲティングの際には、以下の点に注意する必要があります。 

・市場のニーズ 

この作業で選定されたターゲットは自地域目線であり、観光客の目線で

はない可能性があるため、市場のニーズ（＝観光客が自地域の何に価値を

感じているか）に注意する必要があります。 

・市場の規模 

  いくら魅力的なターゲットとはいえ、細分化された市場の母集団が極端

に少ない場合、費用対効果の面で効果的とは言えません。その場合は、別

のターゲットとの統合等により、ある程度の母集団を確保する必要があり

ます。 

セグメンテーションの考え方 
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参考：ターゲティングの種類 
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STP 分析③ 
 
○Positioning（自地域の明確化）とは 

 ポジショニングは、ターゲットとして決定したセグメントの中において、

自地域と他地域の立ち位置を決定する作業です。わかりやすく言うと、他地

域との差別化です。 

 このポジショニングは可視化することが多く、そのマップをポジショニン

グマップと呼びます。例として、価格とこだわりの 2 軸を採りあげました

（図:ポジショニングマップを参照）。この軸は、自地域が持っている価値に

沿ったものである必要があります。 

 軸が決まったら、自地域が目指すべきポジションを選定します。そのため

には、まず他地域の分析を行い、他地域のポジショニングがどこに置かれる

かを設定します。その上で、自地域のポジショニングは、以下の 2 点を満た

すことを目指す必要があります。 

・他地域が持っていない分野に対して強みを持っている 

・他地域よりも魅力的な強みを持っている 

このポジショニングにより、自地域と他地域の差別化が行われ、自地域の

戦略やコンセプトが定まることになります。重要なのは、どの軸を使えば、

自地域が他地域よりも優位に立てるか、ということです。 

 

○STP 分析の注意点 

STP 分析は、①市場を細分化する、②自地

域の価値を踏まえ、施策を集中する市場を

決定する、③他地域との差別化をする、の 3

点です。この 3 点さえ達成できるのであれ

ば、必ずしも、この順番どおりに行う必要

はありません。 

 

○STP 分析とコンセプト 

STP 分析を行うことで、「誰に対して、どんな価値を武器にして」戦略を立

てていけばいいのかが明らかになります。これにより、地域のコンセプトが

定まり、データから得られた情報を基に、コンセプトと戦略の整合性が取れ

るということになります。 

  

図:ポジショニングマップ 
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マーケティング・ミックス（7P） 
 
戦略策定が終わったら、具体的な施策の立案に移ります。ここで紹介する

マーケティング・ミックスと呼ばれる手法は、 

・Product（商品、サービス、製品） ・Price（値段、価格） 

・Place（流通チャネル、販路） ・Promotion（広告や販促、DM 等） 

・People（人的サービスの質、従業員のクオリティ） 

・Process（業務のプロセス） 

・Physical Evidence（物的証拠・環境、サービス空間やユニフォーム等） 

の 7 つの要素から成り、その頭文字をとって「マーケティングの 7P」とも言

われています。この 7 つの P を組み合わせ、STP 分析で決定した戦略を実現す

るための具体的な施策立案の手段が、マーケティング・ミックスです。 

単純に「これは富裕層向けにしよう」と言ったところで、観光客には何の

ことなのかよくわかりません。観光客は、地域が売りにしている景観や体

験、アクセス、価格、プロモーションのほかにも、サービスの提供プロセス

や旅行ガイドのクオリティ等の要素を総合的に判断して初めて、「ああ、富裕

層向けなんだな」と認識をします。よって、この 7P の視点に立ったマーケテ

ィング戦略が必要となるのです。 

例えば、服を販売するとしても、大衆向けの既存品か、それとも富裕層向

けのオーダーメイドかによって、販売する商品の内容は当然として、値段や

流通、プロモーション方法まで、行うべきマーケティング活動は、全く別物

となってしまいます。さらに、顧客に対してのサービスの提供であれば、店

の雰囲気や、相談から購入までのプロセス、従業員のクオリティといった要

素も重要となってきます。 

そのうえで、7P の各要素について検討していきますが、ここで注意するこ

とは、各要素に矛盾がないようにするということです。先ほどの服の話に戻

りますが、例えば、商品（Product）として「オーダーメイドの服」を売りに

していくとします。この服を販売していく流通（Place）に「大手量販店で販

売する」とした場合、果たしてその販路でオーダーメイドのニーズのある顧

客層まで到達することができるでしょうか。 

マーケティングとは、「誰に対して、どんな価値を武器にして、何を、いく

らで、どこで、どのように売るか、その人的クオリティや提供フロー、サー

ビス空間はどうするか」という戦略を設定し、具体的な施策まで落とし込む

作業です。その各戦略の整理のために、この「マーケティング・ミックス」

は有効なツールです。 
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参考：観光地マーケティングの応用 
 

○マーケットインとプロダクトアウト 

今まで観光マーケティングの基礎について説明させていただきましが、こ

れらは「マーケットイン」という、顧客視点に立ったアプローチに基づいて

います。 

元々、日本においては、生産者の目線に立った「プロダクトアウト」の考

え方が主流でした。この考え方は、とにかく商品をつくればつくるだけ売れ

ていく高度経済成長期の、大量生産が求められている時代に浸透した考え方

です。 

 しかし、時代が進むにつれ、消費者ニーズが多様化してきたことにより、

生産者が良いと思うものを売るだけでは、消費者の実際の消費に結びつかな

くなってきました。そこで登場したのがマーケットインの考え方であり、現

在は、こちらが主流となっています。 

 

○プロダクトアウトを基点とした観光地マーケティング 

以上を踏まえて、実際に観光地経営に携わってみると、観光客に売り込む

のは、住民が生活している地域そのものであることから、現実的には市場ニ

ーズに合ったモノを用意することが困難な場合があります。 

また、各地域には、例えば温泉や山、伝統文化といった、地域として観光

客に「売りたいモノ・コト」「自慢したいモノ・コト」があり、地域の中でコ

ンセンサスを得るには、これらを方針や施策の中でキラーコンテンツとして

位置付け、観光客に売り込んでいかなければならない場合もあります。 

このような場合には、「何を売っていくのか」というコンセプト設定を「先

に」行う必要があります。現実的な話として、自分達の地域で本当に観光客

に見てもらいたいものは何か、何を見せたいのか、といったことについて、

しっかりと関係者の中で合意形成を行うことが、非常に重要です。このプロ

セスだけを見ますと、プロダクトアウトに基づくことになりますが、ここか

ら、このコンセプトを評価してくれるセグメントを見つけ出すプロセスによ

り、マーケットインに切り替えていくことが出来ます。 

イメージとしては、「地域が本当に売り出したいモノ・コト」を設定した上

で（＝地域のコンセプト設定）、それらを高く評価する人をあぶり出し、彼ら

がどういった嗜好なのか、ライフスタイルを送っているのか等について整理

していき（＝STP 分析）、そこで得た情報にあわせて、より的確な地域資源の

売り込み方や、プロモーションチャンネル、価格設定、販路等の流通手段

（＝マーケティング・ミックス）を設定していく、という流れになります。 

（次頁に続く） 
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参考：観光地マーケティングの応用 
 

（前頁より） 

観光地マーケティングにおいては、地域がいかに観光振興に取り組みたい

と考えても、観光客のために、自らの地域を大々的に作り替えることは、現

実的には困難です。 

そのため、場合によっては、このような形でのマーケティングを行うこと

も有効と考えられますので、地域の実情をよく検討の上、マーケティング手

法を使い分けることが必要です。 

  

プロダクトアウトを基点とした観光地マーケティングイメージ 
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 せとうち DMO では、米国の外国人旅行者受入数が、2010 年からの４年間で高い伸び率

を記録していることに着目。その立役者であるブランド USA（米国の政府観光局）が行っ

ている対象市場の選考方法やトラベルライフサイクルの考え方などを、せとうち DMO の

戦略のベンチマークとしている。 

○ターゲティングについて 

せとうち DMO のターゲティングにおいては、各国の潜在的な顧客ボリュームに着目

し、市場規模、親和性、競合の３つの視点からターゲット市場を設定している。 

 

○マーケティングについて 

 観光客がその地を認知し、旅行するまでのフェーズを段階毎に整理した「トラベルラ

イフサイクル」をベースにマーケティングを展開。フェーズ毎に誘致施策を組み合わ

せ、効果的なマーケティングを実施している。 

 

  

・全世界の旅行市場は 11 億人と言われており、 
 訪日数では東アジアが上位を占めるが、海外 
 旅行マーケットでは圧倒的に欧・米が多い。 

・セグメントは単純に国別で分けるのではなく、まず瀬戸内 
が有する観光資源との親和性を勘案した上で、旅行者の 

タイプで分類。その後、セグメントの市場規模が大きい国 
を選定している。 

取組例：せとうちＤＭＯにおけるマーケティングの取組 
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明確なコンセプトに基づく戦略の策定  
 データの収集・分析や様々な分析手法に基づき、明確なコンセプトに基づ

く観光地域づくりの戦略を策定します。 

事業戦略としてのコンセプトは、先に述べた STP 分析の中で説明していま

すが、地方公共団体が策定する観光振興計画等が既に存在する場合は、当該

観光振興計画の内容と観光地域づくり法人（DMO）が策定する戦略との間に、

ある程度の整合性を確保する必要があることに留意するとともに、観光振興

計画の見直し等が行われる際には、見直しの手続きに積極的に関与していく

など、地方公共団体との緊密なコミュニケーションが必要です。 

なお、観光地域づくり法人（DMO）が策定する戦略と地方公共団体が策定す

る観光振興計画との統合も考えられます。 

 また、戦略の策定･実行に当たっては、観光地域づくりについて、地域の中

で、どういった主体がどういった役割・機能を担っているかを俯瞰してみる

ことも重要です。 
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 図 コンセプト･戦略の策定フロー事例：雪国観光圏 

 
○ 滞在プログラム 

  雪国観光圏では、地域が抱える問題点や課題を整理したうえで、「雪国観光圏観光地

域づくり戦略プラン」を策定しています。その中で、地域の理念やブランドコンセプト

についての議論を行い、具体的な戦略への落とし込みを行っています。 
理念：１００年後も雪国であるために 

ブランドコンセプト：真白き世界に隠された知恵に出会う 
  まわりを山に囲まれ、冬は雪に閉ざされる雪国には、昔ながらの暮らしを伝える郷

が残されている。３県７市町村の広大なエリアに跨がる雪国観光圏には、各地にいく

つもの郷が点在し、その一つ一つで異なった暮らしと文化が存在する。 
  長い年月をかけて、自然と共存してきた暮らしこそが「雪国文化」であり、このよ

うな地域に１００年先も暮らしていくことを目標に戦略を策定・実行しています。 

 

事例：雪国観光圏におけるコンセプト･戦略の策定 
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雪国観光圏の活動の根幹を支えるブランドマネジメント体制は図のとおり

となっています。意思決定の中核は幅広い地域関係者から構成される「雪国

観光圏戦略会議」によって行われ、観光圏のプラットフォームは（一社）雪

国観光圏が担っている。 
【雪国観光圏の推進体制】  

 
 

コンセプト･戦略の実行に当たってのマネジメント体制 
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参考：インターネットを活用したデジタル・マーケティングとカスタマージャーニーの考え方① 
 

今日、言うまでもなくインターネットは、情報やりとりの基盤となってい

ます。特に SNS の進展によって、個人レベルの情報収集の形態は大きく変化

するようになりました。観光地は、こうした変化に対応していくことが求め

られています。 

インターネットを使ったデジタル・マーケティングを検討するにあたり重

要となる概念は「カスタマージャーニー」というものです。 

旅行は時間と費用がかかる活動であり、その意志決定プロセスも複雑であ

るため、単純に地域の魅力をプロモーションしても、来訪者を招き入れるこ

とは難しいのが現実です。効果的な観光集客を実現するには、または、来訪

した観光客に再来訪を促すには、来訪者となる「顧客」が旅行を決定し、実

行し、振り返るといった過程をいくつかの段階に分けて、それぞれの段階に

応じて適切な対応をとっていくことが有効とされています。そして、こうし

た考え方をもとに顧客の過程を整理することを「カスタマージャーニーを描

く」と呼びます。 

カスタマージャーニーはいろいろな整理手法がありますが、最も単純に整

理すれば、「旅行先に興味を持つ」「実際に出かける」「来訪経験から、その地

域が好きになる」と整理することが出来ます。 

それぞれの過程に対し地域では「興味を持たせる」「実際に来てもらい経験

させる」「ファンになってもらう」という取り組みを展開していくことが求め

られます。 

 

まず、最初の段階は地域を旅行先として認知し、興味を持ってもらうこと

になります。 

旅行先の決定プロセスは大きく 2 つあります。1 つは、これまでの来訪経

験やメディア情報を通じて、既に顧客の頭の中に複数の旅行先候補が認知さ

れており、その候補先から旅行目的にあった地域を選択していく場合です。

もう 1 つは、顧客にとって初めてとなるような何かしらの旅行目的(例：恋人

との旅行、スポーツイベントなど)があり、その旅行目的にあった地域を検索

し選択していく場合です。 

いずれの場合も、旅行先として選択されるには単に地名だけではなく、顧

客の旅行目的に沿った形で、「その地域で何が出来るのか（コト／経験）」と

いうことが認知されることが必要となります。  
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参考：インターネットを活用したデジタル・マーケティングとカスタマージャーニーの考え方② 
 

一般的に、人々が購入検討時に頭の中で思い浮かべるブランドは３～５程

度（この組み合わせをエボークト・セットと呼ばれます）とされますので、

地域としては、ターゲットとなる人々のエボークト・セットに入ることが目

標となります。 

このための取組では、具体的な地域の魅力（経験）を、メールや SNS での

発信を通じて、反復的・継続的に人々の意識に伝えていくことが有効です。 

ただし、SNS によって利用者属性や利用形態、目的が異なりますので、そう

した点についても留意し、自分たちが設定したターゲットや、伝えたいメッ

セージに合わせて SNS を使い分けていくことも重要です。 

その上で、興味を持った人々に対しては、その段階に応じた適切な情報を

届けることが求められます。地域の魅力（経験）に関する詳細、具体的には

経験できる日時や場所、アクセス、費用、周辺の関連サービス、お得情報な

どです。現在、各種の情報はインターネットを通じて検索・表示され、さら

には、過半がスマートフォンを利用した検索となってきていますので、こう

した検索需要に耐えうる WEB サイトを構築することが重要となります。 

また、多くの人々は、OTA（ネット上の旅行会社）や航空会社など他のイン

ターネット上のサービスも併用しながら、情報を収集し、予約や決済を行っ

ていきます。旅行計画を組み立てるのに必要となる、こうした他のサービス

とどのように連携していくのかという事についても検討が必要です。 

具体的には、DMO 自身で予約手配機能を有していくのか、DMO は情報提供に

徹し、予約手配機能は外部サービスに任せるのかといった事が検討項目とな

ります。 

2 つ目の段階は、実際の来訪者に対する情報提供、コミュニケーションで

す。従来は、ガイドブックや観光案内所程度しか接点が無かった段階です

が、スマートフォンの普及によって、大きく様相が変化してきています。

人々の多くはスマートフォンを使って、来訪中も多くの情報を収集し、ま

た、SNS を通じて情報を発信するようになっているからです。こうした来訪中

における DMO から来訪者への情報提供をどのように行っていくのか、また、

来訪者からの情報発信をどのように促していくのかという点は、現在、とて

も注目されるようになっています。 
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参考：インターネットを活用したデジタル・マーケティングとカスタマージャーニーの考え方③ 
 

3 つ目の段階も、SNS の進展によって注目されるようになった段階です。一

般に、経験している顧客の再購買に対し、まったく新規の顧客に購買させる

には 5 倍の費用が必要とされ、顧客の維持は重要な課題でした。観光分野に

おいても、既に多くの地域において、来訪理由の最高位は「以前、来てよか

ったので」という自身の経験に基づく再来訪となっており、これに、知人や

友人からの紹介を加えると、それだけで過半数となる地域は少なくありませ

ん。 

しかしながら、従来は、来訪後の観光客に地域からコミュニケーションを

とることは難しく、来訪中の経験（満足度）に頼らざるを得ませんでした。

それが、SNS の普及によって、その様相も大きく変化してきています。SNS を

介することで、地域と来訪後の観光客とが継続的にコミュニケーションをと

ることが可能となったためです。また、SNS を通じて、観光客自身が旅行の経

験を発信することは、その周辺の人々に対して「興味関心」を持たせること

にもつながります。 

 

このようにデジタル・マーケティングの世界は大きく変化してきています

が、その基本となるのは、適切なコンテンツを、的確に人々に伝えていくこ

とにあります。すなわち、DMO においては、運用している WEB サイトや SNS

が、どのように活用されているのかという事をしっかりと把握し、それを元

にアクションを展開していく事が重要です。 
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＜参考＞出発前と日本滞在中に役に立った旅行情報源 

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」2019 年次報告 

 

出発前に得た旅行情報で役に立ったもの 
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日本滞在中に得た旅行情報で役に立ったもの 
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③ ＫＰＩの設定（旅行消費額、延べ宿泊者数、来訪者満足度、リピーター率

等）･ＰＤＣＡサイクルの確立 

 ◎ 観光地域づくり法人の取組が最大限の成果を達成し、同時に地域の関係

者への説明責任を果たすためには、策定した戦略や戦略に基づく個別の取

組に関する評価･検証を実施していくことが極めて重要です。 

    ＫＰＩ（Key Performance Indicator：主要業績評価指標）とは、目標

達成にむけて業務プロセスが適切に実行されているか判断するための主要

な指標のことです。目標達成に影響を与える重要成功要因を導き出し、そ

の要因に影響を与える業務及びその実施プロセスが望ましい状況にある

か、或いは修正を要するのか、を評価するツールです。ＫＰＩにより業務

を「見える化」することで、目標達成に向けて的確なマネジメントが可能

となり、民間企業では経営管理手法として用いられています。 

   観光地域づくりにＫＰＩを導入する意図としては、ＫＰＩが関係者の間

で重要成功要因の共有･管理、連携した取組を着実に推進させるための共通

手段となることが考えられます。 

   また、あわせて、事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を

円滑に進める手法の一つである PDCA サイクル（PDCA cycle、plan-do-check-

act cycle）を導入し、Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act

（改善）の 4 段階を繰り返すことによって、取組に関する評価･検証を不

断に実施し、取組を継続的に改善していくことが重要です。 
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ＫＰＩの設定、ＰＤＣＡサイクルの確立に取り組む上では、観光地域づくり

法人を核として行う観光地域づくり全体の評価と戦略に基づく個別の取組の評

価に分けて整理･検討することが必要です。 

地域の「稼ぐ力」を引き出すという点での観光地域づくり全体の評価につい

ては、①ＷＥＢサイトのアクセス状況、②観光入込客数、③延べ宿泊者数、④

旅行消費額、⑤来訪者満足度、⑥リピーター率が評価の重要な指標となりま

す。 

図 推奨ＫＰＩ一覧とその設定の狙い 

指標 設定の狙い 

ＷＥＢサイトのアクセス状況 顧客の興味関心度の増大 
観光入込客数 観光規模の拡大 
延べ宿泊者数 長期滞在の促進 
旅行消費額 観光産業収益の拡大 
来訪者満足度 顧客満足の最大化 
リピーター率 顧客から得られる利益の最大化 
加えて、個別の取組の評価については、取組ごとに目標と期待する効果が大

きく異なるため、取組ごとに「目標と成果を示す具体的な指標」を設定するこ

とが重要です。指標は「事業実施による直接的な成果」（旅行者の増加、旅行

者満足度の向上）と「事業の活動量」（セールスの訪問数、講習会の参加者数

コンセプト･戦略の実行に当たってのマネジメント体制 
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など）に分けて設定することが望まれます。 

観光地域づくりは、長期的視野に立って取り組むべきものであり、取組の効

果は、延べ宿泊者数や旅行消費額に短期的には必ずしも反映されないことが想

定されます。従って、ＫＰＩを設定する際には、延べ宿泊者数や旅行消費額の

みならず、来訪者満足度、リピーター率、宿泊施設の稼働率、メディアへの掲

載数、着地型旅行商品の販売数など様々な指標を組み合わせて、重層的に観光

地域づくりの取組成果を分析した上で、旅行消費額や延べ宿泊者数と結びつき

の強い指標は何であるのか、地域が自ら検証していくことが必要です。 

ここでは宿泊客の増加を念頭にしたＫＰＩをご紹介していますが、日帰り客

を中心とした地域づくりを行っていくということであれば、日帰り客を想定し

たＫＰＩの設定を行う必要があります。 

また、地域住民の自らの地域への誇りと愛着を醸成する「住んでよし、訪れ

てよし」の豊かな地域づくりが行われているかの確認を行うため、地域住民の

観光地域づくりの取組に対する満足度をＫＰＩとして設定することも重要で

す。 
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例えば、ハワイ州観光局では４つのＫＰＩのうち１つは｢住民の意識｣となって

います。 

 

○スイス政府観光局 

・e-マーケティング:ウェブサイトのアクセス数 

・プロモーション：プロモーション＆マーケティングのコンタクト数、政

府観光局パンフレット配布数、高質なレスポンス数 

・重要顧客管理（Key Account Management）：重要顧客管理によって創出さ

れた宿泊数・観光収入 

・重要メディア対応（Key Media Management）：メディアのコンタクト数、

掲載記事数、メディア関係者のスイス旅行参加者数、ＴＶ番組チーム数 

 

○英国政府観光局 

・雑誌・新聞等の記事掲載にかかる広告費用との同等価値 

・マーケティング活動向け政府補助金額 

・Great Britain キャンペーン向け補助金額 

・Great Britain キャンペーンのパートナー企業からの現金・現物給付額 

・海外拠点数 

・経費削減（2014-2015 年度までに事務コストを 50％削減）  

 

○オーストラリア政府観光局 

・宿泊客による支出額（うち戦略市場の宿泊客による支出額） 

・戦略市場の宿泊客にかかる 1回の旅行あたりの支出額   

・戦略市場の宿泊客にかかる 1泊あたりの支出額 

・戦略市場における航空会社の発着枠・座席数         

・主たる関係者による満足度   ほか 

トを 50％削減）  

海外の政府観光局のＫＰＩの事例 
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○米国ナパバレーDMO 

・訪問客数 

・訪問客 一日平均消費額 

・宿泊客 一日平均消費額 

・宿泊税収入額 

・ＤＭＯオフィシャル・ウェブサイト閲覧者数 

・観光関連産業の雇用創出 

 

○スイスツーリオベルランド DMO 

・宿泊数、訪問客数 
・ニューズレター購読者数 
・メンバー企業数 
・観光客からの問い合わせ件数 
 

○ドイツ・ブライザハ DMO 

・宿泊数、訪問客数 
・ブライザッハ DMO サイトを通じたホテル・ツアー予約数 
・イベント収入等 
・プロモーション活動に対する反応 
 
○ニュージーランド・クイーンズタウン DMO 

・訪問者支出額（目標成長率 6%／年） 
・訪問者数（同 4％） 
・投資利益率（訪問者支出額／クイーンズタウン DMO 予算額） 
・訪問者満足度 
 

○オーストラリア・ゴールドコースト DMO 

・訪問客支出額（国内外別） 
・重要プロジェクト等への官民による投資 
・主要な海外市場からの飛行機座席数 
・訪問者満足度 
・新しく造成されたパッケージ商品・ツアー数 
・イベントへの参加者数、等（合計 23 項目） 

海外ＤＭＯのＫＰＩの事例 



 

 
3-53 

 

  

ＫＰＩの考え方について～観光圏整備実施計画における効果分析手法開発調査から 

評価の結果は、地域の多様な関係者の間で共有を図り、取組の成果や課題を

次の取組へ反映することが重要です。 

次の取組への反映のポイントとしては、評価結果が低い取組の見直し（取組

内容に踏み込んで低評価の要因を探り改善する必要がある）、より効果的･効率

的な取組に向けた取組の充実の検討等が考えられます。 

なお、観光庁においてＫＰＩ指標等を活用した観光地域づくりに関する考え

方を整理（ＫＰＩ指標等を活用した観光地域づくりに関する検討業務）してい

ますので、各地域でのＫＰＩ設定･ＰＤＣＡサイクルの確立の参考にしていた

だければと思います。 

 

図 定性･定量ＫＰＩチェックシートの概要 

ＫＰＩ指標のシート構成 ＫＰＩ種類 自己評価方法 

Ａシート 圏域設定の妥当性評価 定性ＫＰＩ 「観光圏整備事業前の状況」、「観光圏整備事業開始後に

新たに開始した（今後開始する予定の）取組の現状」、

「今後（３～５年）の予定」について 

記述式で回答する。 

Ｂシート 基本姿勢の評価 定性ＫＰＩ 各項目の実施･取組状況について４段階で該当する項目

を選択して回答する。 

Ｃシート 全体総括と原動力の評価 定性ＫＰＩ 各項目の実施･取組状況について４段階で該当する項目

を選択して回答する。 

Ｄシート 計画策定･管理の評価 定性ＫＰＩ 各項目の実施･取組状況について４段階で該当する項目

を選択して回答する。 

図 バランススコアカード（４つの視点）について 
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参考：【定量ＫＰＩ】評価シートの例  
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参考：ＫＰＩの基本フレームの考え方 
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（３）関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組

み作り、プロモーション 

 ◎ 観光地域づくり法人は、観光地域づくりの司令塔として、地域における

取組が目指すべき戦略に沿って行われるよう、関係主体間の調整等を行う

とともに、訪問客の評価等も踏まえて地域の魅力を維持･向上させる仕組

みを構築し、地域の魅力を国内外へ発信していくことが必要です。 

  このため、観光地域づくり法人は、 

  ① 地域社会とのコミュニケーション･観光地域づくりに関する地域の関

係者への業務支援を通じた戦略の多様な関係者との共有 

  ② 観光資源の磨き上げや地域が観光客に提供するサービスの品質管理･

向上･評価をする仕組みや体制の構築 

  ③ 観光客に対して、地域一体となって、戦略に基づく一元的な情報発

信･プロモーション 

  を行うことが必要です。 

 

① 地域社会とのコミュニケーション･観光地域づくりに関する地域の関係者

への業務支援を通じた戦略の多様な関係者との共有 

策定した戦略に基づき、地域が一体となって観光地域づくりに取り組むた

めには、戦略が多様な関係者間で十分に共有されることが重要であり、戦略

は観光関連事業者のみならず、地域住民まで共有を行うことが必要です。 
   多くの観光客の誘客や観光客のリピーター化を図るためには、観光客の

満足度を高める取組が重要となっています。 
地域住民の観光客に対する姿勢は、観光客の観光地における満足度に大き

な影響を与えるため、地域社会に観光地域づくりに肯定的な考え方を持って

もらうことは大変重要です。 
このため、観光地域づくり法人は、観光の地域社会･経済における重要性に

ついて、地域住民の意識を向上させ、理解を深める取組を実施することが必

要です。具体的には、自らの活動の意義・内容・成果・ＫＰＩ達成状況や、

観光地域づくりの取組による地域経済・社会の変化の分析結果等を記載した

事業報告書を作成し、関係者に説明・共有することが必要です。 

ニューサウスウェールズ州のＤＭＯは、年次報告書において設定した KPI の達成状

況について詳細に公表していることに加えて、ニューサウスウェールズ州の観光統計

データにつき、「パフォーマンス・スコアカード」(次ページ参照)、「インフォグラフィ

ック」、「スナップショット」等、様々なわかりやすい形で公表しており、地域の観光経

済の「見える化」を積極的に行っている。(2018 年 3 月時点) 

取組の事例：ニューサウスウェールズ州ＤＭＯ 
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出所： Destination New South Wales ウェブサイト 
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加えて、観光地域づくり法人が、観光地域づくりに関する地域の関係者と連

携しながら観光地域づくりを進めていく上で、様々な情報･アドバイスの提供

や関係者が集まるための「場の提供」などにより、地域の関係者との戦略の共

有を促進し、地域の事業者の行う関連事業と戦略の整合性に関する調整を行っ

ていくことが必要です。 
 

 
 

 

 

 
 （一社）秩父地域おもてなし観光公社は、埼玉県の１市４町をマネジメント区域とす

る地域連携ＤＭＯであり、同じエリアで定住自立圏も構成しています。同地域では、

地域内の観光分野の方向性を検討することを目的に、住民や地域内外の事業者が自由

に参加でき、出入り自由、発言も自由なインバウンドコア会議を開催しており、意見

の集約を図るとともに地域のプレーヤー間の関係性の構築に取り組んでいます。 
 この会議を通じて、地域内外から意見や提案が活発に出ており、会議で議論された

ことについては、ＤＭＯの事業方針に反映しています。 
（参考：インバウンドコア会議イメージ図） 

取組の事例：（一社）秩父地域おもてなし観光公社 

○ 米国ナパバレーDMO は、地域のホテルやワイナリー等を集めて月次でミーティ

ングを開催しており、参加する地域のツアー会社は、地域内でのネットワーキングや

マーケティング・アイデアの共有等の観点から効果的と評価しています。(2018 年 3 月

時点) 

取組の事例：米国 

○スイスツーリオベルランド ＤＭＯ 
地元の観光関連中小企業向けに、観光学を専攻する大学生をインターンとして派遣

する等して、商品開発等を支援しています。地域イベントの開催等を通じて、地域住

民に対してＤＭＯの活動を認知してもらうことも意識しています。(2018 年 3 月時点) 
 

○スイス･ドゲンブルガーＤＭＯ  
ホテルや山岳鉄道といった観光商品を有する特定のパートナー企業との間で訪問客

の行動パターン等について分析・議論することを通じて、地域内で新しい観光アイデ

ア、プロジェクトを創出する取組を進めています。(2018 年 3 月時点) 

取組の事例：スイス 
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○ドイツ･ブライザッハＤＭＯ  
小規模事業者で構成されているワイナリー協会に対して、観光客向けビジネス（ワ

イナリー見学等）の研修を実施するなど、市としてワインツーリズムの発展を支援し

ています。(2018 年 3 月時点) 
○ドイツ･フライブルクＤＭＯ  

地域 DMO の活動内容や意義を理解してもらうとともに、地域のステークホルダー

との間で目標を共有するために、地元メディアに対して広報や情報開示を積極的に行

っています。(2018 年 3 月時点) 

取組の事例：ドイツ 
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② 観光資源の磨き上げや地域が観光客に提供するサービスの品質管

理・向上・評価をする仕組み・体制の構築 
 ◎ 観光地域づくり法人は、観光地域づくりの司令塔として、地域で提供さ

れるサービスについて、品質管理・向上･評価する仕組みづくりを行うこと

が求められます。 

 

ア．景観計画や景観に関するガイドラインの策定等への働きかけ 

持続可能で良好な景観の形成のためには、地域固有の自然・歴史・文化等

を踏まえて、地域住民や事業者、地方公共団体等が互いに連携・協力し、地

域が目指す景観像を共有することが重要です。 
そのため、景観法に基づく景観計画、景観に関するガイドラインを策定す

るなど地域で持続可能な景観形成・地域資源保全のための仕組みづくりを行

うことが考えられます。 
また、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく良好

な市街地の環境の維持・向上等のための行政等への働きかけ等も必要と考え

られます。 
例えば埼玉県川越市では、伝統的建造物の保存・再生とともに周辺の街路

を一体的に整備し、美しい街並み景観の形成を実現するとともに、歴史的な

「蔵の町並み」を資源として集客イベントや観光拠点施設の整備を行い、商

店街への来訪客を増加させ、一度は衰退した商店街を復活させました。 
こうした良好な景観形成の取組は、地方公共団体を中心として実施される

ことが想定されますが、観光地域づくり法人も観光地域づくりの観点から地

方公共団体と連携し、地域固有の魅力的な景観の形成を進めていくことが重

要です。 
  なお、観光地域における良好な景観の形成については、｢観光地域におけ

る空間形成プラン作成の手引き｣においてその取組手法等をまとめています

ので、こちらも併せてご参照下さい。 
ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/common/001051391.pdf 
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出所：平泉町ＨＰ、飯山市ＨＰ、北海道開発局ＨＰより作成 

項目･地

域 
平泉 飯山 フランス「ＳＲＧ」 

目的 歴史的景観や眺望景観の

保全 
景観の縁及び景観軸の保

全･発展 
質の高い食と景観を

併せ持つ拠点 

対象地

域 
歴史的景観地区 
（715ha 市域の約 11％） 

飯山市全域 
 

地域資源が一体的･複

合的に活用されてい

る地域 

行政の

考え方 
歴史的な試算と調和を図

り、世界遺産地区にふさ

わしい景観の創出を図る 

①魅力ある風景に気づ

き、みんなで語り合う 
「いいね･いいやま･いい

ところ」 

観光客の増加、産品

の質の向上 

条例の

考え方 
浄土思想を基調とした歴

史的遺産とその周辺の様

相が周囲の自然環境と一

体となって形成する文化

的景観の保全 

①山並み 
②眺めのある道の景観軸 
③千曲川の水辺景観軸 

地域資源の一体的･複

合的活用 

条例の

規制 
特徴的

なもの 

･デザイン 
･屋根（材料、色彩など） 
･外壁（材料、色彩） 
･建築物の高さ（１０m） 
･建築物の位置（道路から

の距離） 

･建物の位置 
･意匠･形態･規模 
･材料（周囲の景観と調

和） 
･色彩（周囲の景観と調

和） 
･看板など屋外広告物の高

さ制限 

①知名度と歴史があ

る質の高い食の生産

活動 
②生産活動に直結す

る特徴ある遺産建築

物や景観 
③食･景観･生産者の

つながりを理解でき

るもてなし 
④農業･観光･文化･環

境に関わる人々の組

織化 

 

景観条例の例 
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イ．飲食店、宿泊施設やガイド等のサービスの品質管理の向上に資する品質

保証制度の活用 

地域を訪れる観光客にとって、「食」は極めて重要な要素であり、宿泊施

設、飲食店、土産物・物産店等において、地域ならではの「食」を提供する

ための仕組み作りを行うことが重要です。 
例えば、雪国観光圏では地域食材を使い、「雪国伝統の調理法を生かした本

物の味」「化学調味料や必要以上の食品添加物に頼らずに調理したもの」等の

基準を満たす旅館・飲食店を雪国Ａ級グルメとして登録・認定しています。 
また、2011 年から新潟県内の 13 温泉地が連携し、新潟産コシヒカリを、

その土地で採れた食材で作ったおかずとともに朝ごはんとして提供する「に

いがた朝ごはんプロジェクト」をスタートさせており、現在では、21 地域、

77 の宿が参加しています。 
 

 

雪国観光圏では、「食材の産地を公表できること、」「安全性に配慮した 食材を、

雪国伝統の調理方法で提供すること」に主眼を置いた「雪国 A 級グルメ」等、全国

に先駆けた様々な活動を行っています。 

 

国内の事例：雪国Ａ級グルメ 
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また、宿泊施設やガイドといった一般的に個々のレベル差が大きい上に観光

客の満足度等に直結しうる可能性が高いサービスについて、品質保証制度の運

用等により一定の品質を確保していくことも重要です。 

我が国でも「食」と「農」の景勝地（仮称）を創出や地理的表示保護制度の導入など、「食･農林水産物」の魅力

を高める取組が進められています。 
参考ＵＲＬ：「食」と「農」の景勝地（仮称）

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/keisyoti_kentokai/index.html 

「地理的表示保護制度」 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html 

 (2018 年 3 月時点) 

海外の事例：ゲヌスレギオン（オーストリア） 
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 外国人の受入体制などにより宿泊施設等の評価を行う品質認証制度「サクラクオリテ

ィ」を導入しています。観光品質認証制度の取組としては日本で初です。インバウンド

プロモーションに参加を希望する全ての事業者が参加しており、参加条件として、一定

の負担金を徴収し、組織の運営費用に充てるなど、自律的な運営を目指しています。  

 

国内の事例：雪国観光圏の取組（サクラクオリティ） 

 「Japan. Farm Stay」シンボルマークは、外国人旅行者の受入に意欲を示す農林漁

業体験民宿がホームページ、商品、看板等に当該マークを利用することで、外国人に対

する当該施設の認知、訪問を促進し、農山漁村におけう滞在を有意義なものとすること

を目的としています。 
＜種類･利用方法＞ 
○以下の２種類あり、パンフレット及び Web サイト等に利用可能 

 
＜マーク許諾施設のプロモーションについて＞ 
○外国人向けグリーン･ツーリズムサイトに登録施設情報を掲載等 

国内の事例：「Japan. Farm Stay」シンボルマーク 
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クォールマークはニュージーランド国内で営業する観光関連ビジネス（観光アクテ

ィビティや交通、宿泊施設等が対象）を評価する品質認定の制度です。クォールマー

クのロゴを掲げている事業者は、独立した外部機関による品質基準に基づいた審査を

受け、信頼に値する専門的なサービスを提供している、ということを示しています。

クォールマークは、ニュージーランド政府観光局（60%）と自動車協会（40%）との合

弁会社によって運営されています。 

 例えば、政府観光局が出展する展示会等のイベントに参加できる旅行会社は、ク

ォールマークを取得している会社に限定されています。(2018 年 3 月時点) 

 

出所：Qualmark ウェブサイト https://www.qualmark.co.nz/ 

 

海外の事例：ニュージーランド：クォールマーク 

スイス政府観光局とスイス観光連盟（Swiss Tourism Federation）が推進する

クオリティ・プログラム（Quality Programme）は、1997 年のスタート以降、

徐々に浸透してきており、公共交通機関、観光案内所、スキースクール、ホテ

ル、旅行代理店、レストラン等から、合計 6千を超える組織がラベルを取得して

います。レベルは 3段階です。 

 当プログラムは、政府経済担当事務局がサポートし、統括組織にはスイス観光連

盟、スイス政府観光局に加えて、ホテル、公共交通、旅行会社、冬スポーツ等の業界

団体等が加盟し、観光関連の幅広いステークホルダーが関与しています。 

 スイス政府観光局は、クオリティ・プログラムの目標として、①スイスの観光産業

のクオリティーの改善、②一貫したクオリティー基準の策定とコミュニケーション、

③観光産業従事者のクオリティーに対する意識の強化、④観光関連組織間の協力の促

進、⑤観光客が歓迎されているという気持ちを持ち・リピーターとなり・彼らの素晴

らしい経験を周囲に伝えること、を掲げています。(2018 年 3 月時点) 

 

出所：スイス政府観光局プレゼンテーション資料 

海外の事例：スイス：クオリティ･プログラム 
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ウ．着地型旅行商品の造成・流通・販売におけるＯＴＡ、インバウンドベン

チャー等との連携やその活用 

  増大する個人旅行形態の訪日外国人旅行を効果的に獲得していくために、

魅力ある着地型旅行商品を作り出す取組が各地域で行われていますが、既存

のものも含めて着地型旅行商品は造成して終わりではなく、適切な流通チャ

ネルに載せて販売し、それら商品がターゲットに購入されるまでを範疇とし

て、戦略・計画を立てることが必要です。 
観光地域づくり法人は、地域における着地型旅行商品の造成・流通・販売

においては、ＯＴＡ（オンライン・トラベル・エージェント）やインバウン

ドベンチャー等との連携や活用も考慮して進めることも必要となります。 
  
エ 歴史的遺産、自然環境等の保全・管理 

歴史的遺産や国立公園などの傑出した自然景観や野生動物等は、観光客に

とって観光地を訪れる主要な動機となる場合が多く、こういった資源を観光

目的に有効に活用しつつ、適切に保全･管理していくことは大変重要です。 
歴史的遺産、自然環境等の資源を観光目的に有効に活用しつつ、適切に保

全・管理していくためには、保全と保護を第一の目的としつつも、案内施

設、宿泊施設、レストラン、物産店の整備や交通アクセスの向上など様々な

取組を総合的にマネジメントしていくことが必要です。 
また、資源の過剰利用を防ぎ持続的に活用していくためにも、資源のモニ

タリングを継続的に実施することが必要です。 
こうした資源の優れたマネジメントを行っていくためには、資源を取り巻

く多くの関係者間で良好な協力関係を築くことが重要です。 

 

 「海風の国」佐世保･小値賀観光圏では、重要文化財「黒島天主堂」を有する黒島の

二次交通の環境整備等を実施し、文化財の観光活用の取組を行っています。 

 

取組例 重要文化財（黒島天主堂）の活用 
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 文化庁では、地域に点在する有形・無形の文化財をパッケージ化し、我が国の文

化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」に認定する仕組みを新た

に創設しています。歴史的魅力に溢れた文化財群を地域主体で総合的に整備・活用

し、その魅力を世界に戦略的に発信することにより、地域の活性化を図ることを目的

としています。 

取組例 文化庁の取組① 

  
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律（以下

「文化観光推進法」という。）が，第 201 回国会（常会）において成立し，令和 2 年

法律第 18 号として公布され，同年 5 月 1 日に施行されました。 
文化観光推進法は，文化の振興を，観光の振興と地域の活性化につなげ，これによ

る経済効果が文化の振興に再投資される好循環を創出することを目的とするもので

す。このためには，文化施設が，これまで連携が進んでこなかった地域の観光関係事

業者等と連携することによって，来訪者が学びを深められるよう，歴史的・文化的背

景やストーリー性を考慮した文化資源の魅力の解説・紹介を行うとともに，来訪者を

惹きつけるよう，積極的な情報発信や，交通アクセスの向上，多言語・Wi-Fi・キャ

ッシュレスの整備を行うなど，文化施設そのものの機能強化や，さらに地域一体とな

った取組を進めていくことが必要となります。 
このような観点から，文化観光推進法においては，文化観光拠点施設を中核とした

地域における文化観光を推進するため，主務大臣が定める基本方針に基づく拠点計画

及び地域計画の認定や，当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等に

ついて定めています。 
 
 

取組例 文化庁の取組② 
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オ 域内交通を含む交通アクセスの整備のための行政や交通事業者等との認

識共有や働きかけ 

  観光地における交通は、旅行者の居住地と観光地を結ぶ交通（１次交通）

と観光地内の交通（２次交通）に整理されます。いずれも出発地点から到着

地点までのアクセスの有無と輸送量（輸送人員、輸送スケジュールなど）

が、旅行者数･宿泊滞在者数に影響を及ぼします。 

  観光地にとって交通が果たす役割は多岐にわたり、「旅行者の利便性の向

上」のみならず、「観光需要のコントロール手段」としての役割、交通ルー

ト上を移動する旅行者への「観光地の演出」としての役割、魅力的な乗物や

交通施設自体の「観光資源としての交通」の役割などが挙げられます。 

こういった観光地において重要な要素である交通条件の整備に当たって

は、観光地域づくり法人は、地域における交通ネットワーク形成に重要な役

割を果たす行政や地域の交通事業者など多様な関係者と定期的に意見交換の

場を設けるなど、交通が観光地域づくりに果たす役割について行政や交通事

業者をはじめとする地域の関係者との認識の共有を図るとともに、必要に応

じ、自らも積極的に提案しつつ、地域住民と旅行者の双方にとって効果をも

たらすように調整することが重要です。 

 

環境省では「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、国立公園満喫プロジ

ェクトを推進しています。阿寒摩周国立公園、十和田八幡平国立公園、日光国立公

園、伊勢志摩国立公園、大山隠岐国立公園、阿蘇くじゅう国立公園、霧島錦江湾国

立公園、慶良間諸島国立公園の 8か所の国立公園で「国立公園ステップアッププロ

グラム 2020」を策定し、2020 年を目標にインバウンド対応の取組を計画的・集中的

に実施し、日本の国立公園を世界の旅行者が長期滞在したいと憧れる旅行目的地に

する取組を実施しています。 

 

取組例 環境省の取組 
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【東名高速浜名湖サービスエリア発着観光遊覧船】 

浜名湖観光圏では、観光圏整備事業の１つとして東名高速浜名湖サービスエリア

をゲートウェイ化する「浜名湖ＳＡゲートウェイ構想」を打ち出しています。 

 ゴールデンルートにありながらも、その恩恵に預かりにくい立地であることが浜

名湖にとって長年の課題でしたが、その状況を活かして自動車や高速バスでゴール

デンルートを移動する観光客の取り込みを目的に、移動手段自体を一つのアトラク

ションと捉え、遊覧船やサイクリング環境の整備を実施しています。 

浜名湖サービスエリアでの遊覧船は、その取り組みの一つとして、ゴールデンル

ートを通る観光客に文字通り”途中下車”をしていただくための仕掛けづくりとし

て取組を開始しました。浜名湖サービスエリアからまずは浜名湖に漕ぎ出してもら

うことにより、浜名湖の自然を感じてもらい、さらに浜名湖各地へ気軽に移動して

いただくことが可能となっています。 

この高速道路のサービスエリアを活用した遊覧船事業は、全国初の試みとなって

おり、今後、状況に応じて更なる展開も見込んでいます。 

 
【会津若松市】 
 会津若松市では、（会津乗合自動車が）懇切丁寧な地域との話し会いを行い、ルー

ト、ダイヤの見直しを図り、観光路線で一般路線を統合しました。その結果、全体

で運行本線を増やし、利用者の増加に繋げています。 
 
【八ヶ岳ツーリズムマネジメント】 
地域での二次交通の確保を課題としている八ヶ岳ツーリズムマネジメントでは、

観光地域づくりプラットフォーム、観光地域づくりマネージャー、構成市町村、

県、観光協会、ペンション組合、各周遊バス実行委員会、ＪＲ等の関係者が集ま

り、意見交換を行うワークショップを開催している。 
 二次交通に取り組む事業者と地域の様々な観光関係者が集まることで、情報交換

や課題の共有が図られている。また、今後は鉄道・バス関係者等との協議の場を新

たに立ち上げ、さらに検討を図ることとしている。（ワークショップの様子） 
 

 

取組例 
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カ サービススタッフの質の向上 

 観光客は宿泊施設、飲食店、交通機関、観光案内所といった様々な場所で

観光産業の「最前線」に立つサービススタッフと交流します。こういった一

つ一つの出会いが観光客にとって自分だけのものになり、旅行や観光地の印

象を決定づけるだけではなく、再訪問するかどうかの判断、また口コミにも

影響します。そうした中で、サービススタッフが一貫して高い基準を満たす

ことが観光地域づくりにおいて重要な課題となります。 

  このため、観光地域づくり法人は地域の観光関連事業者に対してスタッフ

研修の重要性を強調、促進することが重要です。また、観光地域づくり法人

（登録 DMO）が質の高い研修を実施･継続することでスタッフの質の向上に取

り組むことも有効です。 

   加えて、観光が地域の中で、大きな位置を占める産業となっている地域に

おいては、観光の重要性を地域の教育機関で教育･研修を行うことや観光イ

ンターン制度の実施に取り組むことも考えられます。 
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③ 観光客への地域一体となった戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーシ

ョン  

◎ 効果的･効率的な情報発信･プロモーションを実施するためには、まず発信

する情報は、「誰に対して」「何のメッセージを」「何の目的で」「いつ」「ど

のように」発信するかが重要です。この際、「誰に対して」「何のメッセー

ジ」の部分については、対象とするターゲットに対して、自らの地域の強

み･ポジション等に基づくイメージ･特徴･テーマ･コンセプトに基づく内容

を、一元的･集中的に発信することが重要です。 

また、「どのように」の部分については、観光地域づくり法人を中心とする

関係者が、メディア、旅行会社･交通機関･旅行関連団体、一般消費者に対し

て、それぞれ異なるアプローチを用いたプロモーション活動を継続的に実施

することが重要です。 

 

情報発信、プロモーションにおいては、戦略において設定したターゲット

との整合性を確保し、ツールや実施方法の妥当性についても検討した上で実

施することが重要です。また、日本政府観光局(ＪＮＴＯ)の活用や各層ＤＭ

Ｏとの連携・共同実施等、効果・効率についても十分に考慮することが重要

○ドイツ・ブライザハ DMO 

ワイン観光振興のため、地元中小ワイナリーに対して観光客向けビジネス研修（ワ

イナリー見学等）等を実施しています。 

○スイス・トゲンブルガーDMO 

ホテル等の観光事業者に対する研修や経営指導のプロジェクト（新しい観光トレン

ド、旧来型家族経営からの経営改善、モダンなホテルの導入等）を実施しています。  

○スイスやドイツの地域 DMO 

専門学校や大学で観光を学んでいる人材を学生インターンとして受け入れるケース

があります。 

○ニュージーランド・クイーンズタウンの観光・ホスピタリティの専門学校、クイー

ンズタウン・リゾート・カレッジ 

21 ヵ月間のコースのうち、最初の半年間の座学を終えた後の 9ヵ月間は、ホテルや

アクティビティの現場にインターンとして派遣されるプログラムを提供しています。 

(全て 2018 年 3 月時点の情報) 

取組例：スイス･ドイツの事例 
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です。 

 

ア 観光客及び市場に対するワンストップ窓口の整備 

地域での滞在に係る各種情報（滞在プログラム・コンテンツ、宿泊、飲食 
移動等）を一元化して収集・提供し、来訪者の現地におけるニーズに応じた

的確な案内、相談対応等を行うワンストップ窓口の整備も重要です。 
  また、外国人観光客はインターネットによる予約等が中心となることか

ら、インバウンドに力を入れる地域のワンストップ窓口では、地域における

宿泊施設、体験プログラム等の観光コンテンツ等の予約･決済を行う仕組み

を備えることが必須の取組となります。 
  加えて、将来的には、このワンストップ窓口等による情報収集･提供の仕

組みを活用して、地域全体での顧客管理システム（個人ごとにアンケート内

容等を蓄積）を構築していくことも考えられます。 

 

【おぢかアイランドツーリズム】 
旅行業を活用したワンストップ窓口、営業・広報を担当、古民家ステイ、レスト

ラン運営等に係る業務を実施しています。 

【松之山温泉合同会社まんま】 
観光客に対するワンストップによる情報提供の窓口としてビジターセンターを活

用しています。 

【富良野美瑛観光圏】 
富良野・美瑛観光圏では、圏内の全情報を提供し、各種予約も可能な観光案内所

を整備しています。 

【海の京都】 
京都府北部地域の 7 市町の観光協会を統合したＤＭＯである「海の京都」では、

域内の全ての案内所の名称を「海の京都」ブランドで統一し、,相互連携を図りつ

つ域内全体の案内を扱うような仕組みを整備しています。 

 

取組例：国内事例 
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オーストラリア観光データ・ウェアハウスは、2001 年、オーストラリア政府観光局

と州レベルの DMO のイニシアチブで設立された、政府系の観光コンテンツのデジタ

ル・プラットフォームです。オーストラリア国内の宿泊施設（10,800）、アトラクショ

ン（9,800）、観光地域（2,200）等、10 のカテゴリーに 38,000 超のコンテンツ情報が

掲載されており、旅行会社や消費者は、一元管理されたデジタル情報にアクセスでき

ます。オーストラリア観光データ・ウェアハウス掲載される観光コンテンツのクオリ

ティーは、州レベルの DMO 及び同社によってチェックされます。同社は、旅行会社

等からの会費収入に加えて、各州政府からの補助金によって運営されています。(2018

年 3 月時点) 

 

海外の事例：オーストラリア観光データ・ウェアハウス（Australian Tourism Data 
Warehouse 
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イ ターゲットを絞った情報発信･プロモーション 

効果的･効率的な情報発信･プロモーションを実施するためには、対象とする

ターゲットを絞った上でターゲット毎に発信する情報の内容･手法を工夫する

ことが必要です。 

例えば、ニセコ町では、ターゲットとなる対象国を絞りこんだ上で、外国人

職員を雇用し、ＳＮＳやパンフレットなど様々な手法、様々な言語で地域の魅

力を効果的に情報発信しています。 

 

【ニセコ町の取組】 

○積極的な誘客プロモーションの実施 

･４名の外国人職員による各国旅行代理店への電話プロモーション等、積極的な誘客

プロモーションを実施。 

○マーケット別の情報発信（多言語対応） 

･観光情報をまとめたマニュアルを作成し、各国の旅行代理店へ送付。 

※旅行代理店約 500 社に向け最新の観光情報をまとめたニュースレターを年４回配

信。 

･マニュアルとニュースレターは英語･韓国語･中国語･ドイツ語等に対応。 

･内容はマーケットそれぞれのニーズに合わせて、写真や取り上げる内容を８パター

ン作成。 

※オセアニア、中国、香港、韓国ＦＩＴ、韓国団体、東南アジア、ドイツ、イギリス 

【高山市の取組】 

･国籍別の好みに合わせて、また、同じ英語でも北半球と南半球でハイシーズンが異

なることを意識して多言語パンフレットを作成 

･散策マップ：９言語、観光パンフレット：６言語、ホームページ：１１言語の作成

によるおもてなし体制の構築。 

･観光パンフレットは、１言語につき３種類を作成し、旅行者の段階やニーズに応じ

た情報を発信。 

①高山を全く知らない人に対し、ビジュアルを重視して短時間で魅力を発信 

②高山に興味を持った、行く予定の人に対して、より詳細な情報を掲載 

③実際に高山に来訪した人に対して、散策を促すマップ 

 

取組例：国内の事例 
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オーストラリア・ニュージーランドとも中国からの観光客が急増中であり、両国の

DMO とも中国をターゲットとした戦略的マーケティング等を展開しています。また、

その他のターゲット国についても、優先順位を付けています。 
例えば、オーストラリアニューサウスウェールズ州 DMO は、2020 年に向けた中国人

観光客戦略を 2012 年に策定しており、下図のとおり、段階的に中国国内の各都市への

プロモーション活動を展開していくこと等を計画しております。 
出所：ニューサウスウェールズ州ＤＭＯ「中国市場観光戦略：2012-20 年（China Tourism Strategy 2012-20）」 

 

また、ニュージーランドでも、中国はオーストラリア・米国とともに最重要の戦略市

場として位置付けられており、2007 年には中国市場開発部門（China Market 
Development Unit）を立ち上げています。また、2013 年には、国内のインバウンド旅

行会社 12 社と中国の旅行会社 19 社とが、中国市場向けに長期滞在型で高いクオリティ

ーのニュージーランド旅行ツアーを共同開発・マーケティングするといった「プレミア･

キウイ･パートナーシップ」（Premier Kiwi Partnership）を発足しています。 

 
加えて、オーストラリアは、訪問客数当たりの支出額では、世界第 1 位です。これを

実現するためのマーケティング戦略としては、ターゲット顧客を絞る（一般的には欧州

のシニア層、アジアの若い世代）ことに加えて、旅行会社と協働して最上級の経験を盛

り込んだツアー商品を造成すること等とされています。 
 

取組例：オーストラリア・ニュージーランドにおける中国戦略 
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ウ 効果的な情報発信･プロモーション対象･手法の選択 

 効果的･効率的にプロモーションを実施するためには、メディア、旅行会

社･交通機関･旅行関連団体、一般消費者等に対して、それぞれ異なるアプロ

ーチを用いたプロモーション活動を行うことが効果的ですが、戦略において

設定したターゲットとの整合性を加味して、採用するツールや実施方法の妥

当性についても検討した上で実施することが重要です。 

 

 
  

スイス政府観光局は、顧客の目線に立ち、E マーケティング、その他のメディア、主

要関係先を活用し、最適なプロモーション手法を展開してきています。効果的なマーケ

ティングを実施するために、3 年毎に国内外の 14 千人の観光客（観光を主目的とした旅

行者に限定）を対象にして市場調査（Tourism Monitor Schweiz）を実施しており、ス

イス訪問にかかるコミュニケーション・チャンネル等についての調査・分析を行ってい

ます。 

 
（出所：スイス政府観光局）【オーストラリア：ニューサウスウェールズ州ＤＭＯ】 
ニューサウスウェールズ州ＤＭＯは、近年、デジタル・マーケティング戦略を強化し

ています。デジタルの世界では、従来型の印刷物によるマーケティングに比し、日々の

モニタリング、その結果を踏まえた迅速な戦略変更等が可能であり、投資に対するリタ

ーンの最大化を実現し易いと捉えているからです。 

海外事例 
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エ 効果的な情報発信･プロモーション資料の作成 

 観光地域をプロモーションする資料を作成する際には、潜在的な観光客が

自らの観光地を訪問するよう動機付けることを狙うのか、目的が既に決まっ

ている観光客への必要な情報の提供なのか、作成する資料の使用目的をはっ

きりさせることが重要です。その上で、訴求するテーマやデザイン等を目的

に応じて検討することが必要です。 

  また、資料の印刷等には多大なコストを必要とすることを考慮に入れ、印

刷部数等については慎重に検討しつつ、必要に応じて電子データでのプロモ

ーション資料を作成することも有効です。 

  なお、観光客の旅行の段階に応じたプロモーション資料のパターンとして

例えば以下のようなものがあります。 

 
  
  

出所：UNWTO“A Practical Guide to Tourism Destination Management”より作成 

顧客の旅行の

段階 

夢想 計画 予約 体験 追憶 

コミュニケー

ション目標 

認知 興味 要求 満足 回想 

ＤＭＯの作成

するプロモー

ション資料 

･小冊子 

･ビデオクリップ 

･ポスター 

･ウェブページ 

（全体イメージ） 

･ニュースレター 

･旅行ガイド 

･テーマ別の小冊

子（自然、文化

等） 

･ウェブページ

（具体の宿泊施

設、飲食店情

報） 

･オンラインでの

予約サイトの解

説 

･予約サイトへの

リンク 

･イベント情報に

関する旅行カレ

ンダー 

･旅行ガイド 

･旅行地図 

･電子及び紙媒体

のニュースレタ

ー 

･電子メールでの

イベント情報の

告知 

 

顧客の段階に応じた情報発信･プロモーション資料の使い分け 
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オ 観光案内所 

観光客が自らの地域に到着する前の情報発信に加え、観光客が到着した後

も効果的な情報発信を行うことが重要です、インターネット等の利用が拡大

していますが、観光客が集中する観光地では依然として観光案内所のニーズ

は高いものがあります。 

  このため、観光地域づくり法人は行政や多様な関係者と連携し、観光案内

所が提供するサービスの維持･向上に取り組むことが必要です。 

 飯山駅観光交流センターは、2014 年 11 月の飯山駅リニューアルに伴い、駅の正面玄

関口に新たに誕生しました。 
当センターは、「信越自然郷飯山駅観光案内所」「信越自然郷アクティビティセンター」

「パノラマテラス」の３つの施設を有しており、飯山市及び周辺９市町村からなる「信

越自然郷」への旅の起点として、訪れる皆様をお迎えしています。 

○信越自然郷飯山駅観光案内所 
  飯山市の観光情報だけでなく、飯山駅を中心とした周辺９市町村の観光エリア「信

越自然郷」の広域観光案内を実施 
   また、情報提供にとどまらず、宿泊施設の紹介･予約、「ふるさと案内人」の手配や

宅配サービスなど地域の観光の拠点として様々なサービスを提供。 

○信越自然郷アクティビティセンター  
    信越自然郷の山岳高原や河川など自然の中で、楽しむことのできるアクティビティ

の情報提供にとどまらず、ツアーの手配、講演会の実施や自転車やトレッキング用品

のレンタルサービスを提供。 

○パノラマテラス 
  誰でも自由に使え、ゆっくりと寛ぎながら情報収集等できる空間。施設内では 、飯

山市内のお菓子、地酒や地ビールが提供されるなど地元の食が提供。 

 

取組例： 飯山駅観光交流センター 
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 i-SITE は、ニュージーランド国内の公式な観光案内所であり、全国に 80 あります。 
民間運営の i-SITE は国内に 3 か所（クイーンズタウン含む）あり、残りは地方政府

が所有しています。i-SITE の運営費用は、会費収入と地方政府からの財政補てんによる

ものです。 
i-SITE の強みは、全国の i-SITE と連携していることから全国の情報を効率的に提供

できることであり、他地域の i-SITE と各地の写真や情報が共有されています。 
事業者は、i-SITE を通じた予約に対し、コミッションとして 10～20%を支払う仕組

みになっています。(2018 年 3 月時点) 

 
出所：ニュージーランド政府観光局ウェブサイト 

取組例：ニュージーランドの i-SITE 
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２.  選択的機能 
  ◎ 地域の実情に応じて、観光地域づくり法人が選択的に実施する取組で

す。地域の実情や特性に応じて、地域の官民の関係者との効果的な役割分

担をした上で、観光地域づくり法人自体が、滞在プログラム･旅行商品の

造成･販売やランドオペレーター機能の提供など地域での観光サービスを

提供する事業を行うことも可能です。ここでは滞在プログラム･旅行商品

の造成･販売についてご紹介いたします。 
滞在プログラム･旅行商品の造成・販売 

今後、観光振興を通じた地域経済の活性化を図るためには、大手の旅行会

社等に頼るばかりでなく、地域にある観光資源を磨き上げて、リアリティの

ある体験・過ごし方を顧客に提供できるよう商品化し、OTA 等を活用し、そ

の利益が地元に落ちるビジネスモデルを構築する必要があります。 
また、延べ宿泊数が減少傾向にある中、一泊から二泊･三泊、更に長期の滞

在へと、旅行一回当たりの宿泊日数を増加させるためには、その滞在期間に

旅行者が楽しむことができる商品メニューの増加と魅力向上が求められま

す。 
上記のような取組は、近年各地で取り組まれており、滞在プログラム･旅行

商品と呼ばれていますが、このような商品の造成・販売の担い手として観光

地域づくり法人（登録 DMO）は期待されており、かつ、DMO にとっても運営

資金を確保する有力な手段となります。 
（１）滞在プログラム･旅行商品の造成 

   滞在プログラム･旅行商品を造成するに当たっては、地方公共団体、農

林水産業者、商工業者、ボランティアガイド、各種団体、地域住民等の

幅広い関係者の協力を得ながら、その地ならではの魅力あるメニューを

盛り込むことが重要です。 
また、地域資源の発掘と磨き上げによる商品化には、地域の外の方に 

第三者的・客観的な観点から素材は旅行者にとって魅力的なものなの

か、商品は売れるものとなっているか等を目利きしてもらえる仕組みも

必要です。 
さらには、地域住民の方々との関係も重要です。どのような滞在プロ

グラム･旅行商品が造成･販売されているのかを理解していただき、受け

入れてもらうことが、その取組の持続可能性や情報発信の面で重要であ

り、観光振興についての啓発活動にも繋がります。 
観光地域づくり法人は、このような幅広い関係者の意見を対象に、その

理解と協力の下で商品開発が円滑に進むよう、主導的役割を担うことが期

待されています。      
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  （２）滞在プログラム･旅行商品の販売 

     滞在プログラム･旅行商品は、その性質上、旅行者の個別の興味・関心

に訴えるものでなければならないため、多様なものを準備する必要があ

ります。 
また、 

・商品情報を発地側の旅行者に事前に認知されるよう如何に情報提供 
するか 

・相応の手数料収入が得られる団体客向けの商品とは異なり、商品単価

が小さい個人客向けの商品であるため、如何に個別の受付･相談にかけ

る時間･労力を効率化するか 
が販売に当たってのポイントとなります。 
このため、滞在プログラム･旅行商品の販売に当たっては、商品の検

索･予約ができる Web サイトの内容の充実、大手旅行会社のツアー商品

への組み込みの提案、旅館･ホテルのＨＰでの情報提供の取組はもちろ

んのこと、 
・商品の販売拠点となり得る宿泊施設等における体制の充実 

    ・地元マスコミ等も活用した情報発信の強化 
     ・全国的に事業を展開する宿泊予約サイトにおいてオプションとして

情報提供・販売 
をするなどの取組が必要です。 

以上のように、滞在プログラム･旅行商品は、幅広い関係者を巻き込

み、商品を単品で販売するという極めて効率化が難しいものであること

から、原価計算や利潤設定など専門的な費用効果分析が求められます。 
観光地域づくり法人においては、このような事務にも対応出来る専門

スタッフが必要となります。 
 

（３）事後評価システム 

滞在プログラム･旅行商品は、旅行者の個別の興味・関心に対応する

ものであり、その造成・販売に当たっては、大手の旅行会社のようなビ

ジネスモデルが必ずしも適さないことは上記に記載した通りですが、こ

れを観光地域づくり法人が行う場合、自己完結型となりニーズとかけ離

れることのないよう、地域資源の発掘から、商品開発、具体の実施計画

の策定、受入体制の整備、プロモーション等に加え、 
・顧客満足度の調査や関係者間での改善点の洗い出しといった事後評価  
・事後評価を踏まえた商品の改良といった見直し 
というＰＤＣＡサイクルによる不断の開発･磨き上げのための仕組みを構
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築することも重要です。 
観光地域づくり法人には、このようなＰＤＣＡサイクルの担い手とし

ての役割も期待されています。 
なお、滞在プログラム･旅行商品の造成、販売、事後評価等について、

留意すべき点の詳細な解説につきましては、観光庁において、 
・「地域発 滞在プログラムの手引き 
～地域の目指す姿に近づくためのＰＤＣＡサイクル推進～」 

 ・「滞在プログラムにおけるプロモーションの手引き」 
を発行しておりますので、こちらもご参照いただければと思います。 

 
 

長野県阿智村は、昭和 48 年に掘り当てられた昼神温泉により、戦後にオープンした

温泉地としては類を見ないほど発展を遂げた地域です。しかし、バブル崩壊後、昼神温

泉に立ち寄る観光客が徐々に減少した上、宿泊者は翌日には別の観光地に移動し、滞在

時間が短いという課題を抱えていました。 
この課題を解決するため、平成 18 年に阿智村と昼神温泉の旅館などの出資により、

（株）昼神温泉エリアサポートを設立し、第二種旅行業を取得し、着地型旅行商品の販

売に取り組んでいます。 
着地型旅行商品の販売については、阿智村が「日本一星空の観測に適した場所」とし

て環境省から認定されたことを活かし、「天空の楽園日本一の星空ナイトツアー」を開発

しました。これは、単に星空を観察するだけではなく、エンターテイメント性を強めた

ガイドやプロジェクションマッピングとのコラボレーションなど、参加した人の感動体

験を重視した体験型プログラムとなっています。 
この商品は 2016 年度には、約 13 万人が参加するヒット商品となっています。 
（阿智村の星空） 

 
星空を活用したプログラムは、夜間のみの開催のため、当初の狙いどおり昼神温泉の

宿泊者数の増加にもポジティブな影響をもたらしました。 

取組例：国内事例「天空の楽園日本一の星空ナイトツアー」 
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神戸市は、2014 年 1 月に「おとな旅・神戸」という着地型観光プログラムをスタート

させました（主体としては、神戸市、兵庫県等で構成する実行委員会形式）。 
 神戸は従来 20～30 代の観光客が多い街であるが、最近は中高年の来訪者が増える傾

向にありました。そこで、「おとな旅・神戸」では中高年女性をメインターゲット（当初

は 65 歳前後と規定しましたが、予期せぬターゲティングとして 40 歳～50 歳代にも幅

が広がる）にして事業展開することで新しい観光客層の開拓を図るとともに、幅広く奥

深い神戸の魅力を楽しんでもらい、驚きや感動を提供することで神戸ファン、リピータ

ーを増やすことを狙いとしています。 
「おとな旅・神戸」は単発的なイベントとして実施するものではなく、継続的に神戸の

楽しみ方を提案・提供する事業とすることを目標としています。そのため、事業展開に

あたり「徹底した顧客価値の追求」と「持続可能な事業展開」を基本方針に掲げていま

す。プログラムの企画に当たっては、ライターや専門家、料理人、店のオーナーなど、

神戸のまちづくりやまちの楽しみ方を熟知している人を市民アドバイザーとし、50 名を

超えるアドバイザーの協力を得て、「お客様目線」を重視した商品開発を行っています。

また、価格設定に当たっては受益者負担の考え方を徹底することで、持続可能な事業展

開を図ってます（実行委員会に粗利が残る商品価格設定）。 
 第１回目の結果 
 ･発売日当日に４６.５％の販売率（第２回目は、７５.６％） 

･最終販売率は８９.２％（第２回目は、９２.１％） 
･顧客満足度４.７２（５点満点） 
･サプライヤーの再参加以降９０％超 
（発売日に完売の商品の一例） 

 
観光地域づくりに新たに参画する担い手を増やしていくという視点でいえば、商工業

者が観光という手法で顧客を獲得していった事例です。着地型商品に参加している際に

商品の販売もおこなっており、参加者の中には 10 万円を超える帽子を購入している例

もあります。最近では 45,000 円の参加費の商品も設定し、オリジナルの帽子を作るとい

うことも始めています。 

まち歩き商品は 1,500 円までが相場になっているが、下記のような高額の街歩き商品

も売れています。 

 

取組例：国内事例「おとな旅･神戸」 


